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（本 編） 

 

１ 基本的事項 

（１） 策定の目的 

現状 

市町村国保には、被保険者の構成、ぜい弱な財政基盤、保険者規模の

格差など構造的な問題があります。また、被保険者の所得に占める保険

税の割合は、他の医療保険制度と比べて高くなっています。 

この問題を解決するために、国は、３，４００億円の財政支援の拡充

により、財政基盤を強化した上で、平成３０年度から国民健康保険を都

道府県単位化し、都道府県が新たに財政運営の責任主体となり、市町村

は、引き続き資格管理、保険給付、保険税の賦課・徴収、保健事業など

を行うこととなりました。 

この制度改革に伴い、都道府県は、各市町村と共通認識の下、一体と

なって財政運営や保険者としての事務を実施するとともに、事業の広域

化や効率化を推進できるよう、都道府県内の統一的な運営方針を定める

こととなりました。 

本県においても市町村や国民健康保険団体連合会と共に課題を整理

し、運営方針第１期（平成３０年度～令和２年度）及び第２期（令和３

年度～令和５年度）を定め、国保財政の安定的な運営のため、一般会計

からの法定外繰入れの削減や医療費適正化、事務の広域化・効率化など
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の取組を進めてきました。 

令和６年度からは運営方針第３期（令和６年度～令和１１年度）を定

め、国保財政の安定的な運営に向けた取組を引き続き進めているところ

です。 

 

 

課題 

これまで、おおむね順調に国保事業が実施されていますが、市町村国

保の構造的な問題が全て解消されたわけではありません。 

 

 

今後は、被用者保険の適用拡大などにより、主に負担を担ってきた現

役世代が減少し、保険者規模が縮小していくことが見込まれます。 

また、被保険者から見て、療養の給付などは全国共通であるものの、

各市町村の財政状況などによって保険税が異なる状況にあり、受益と負

担の公平性を図る観点から改善していく必要があります。 

 

 

課題の解決に向けて 

こうした課題を解決するため、県と市町村などで協議を行い、これま

の取組を進めてきました。 

 

 

 

 

 

課題 

これまで、おおむね順調に国保事業が実施されていますが、市町村国

保の構造的な問題が全て解消されたわけではありません。また、本県の

法定外一般会計繰入金の金額は減少傾向にありますが、全国的に高い水

準となっています。 
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での取組を継続し財政の安定化を図りながら、法定外繰入れの着実な解

消や保険税水準の統一、医療費適正化の更なる推進を図る本方針の中間

見直しを行いました。 

県と市町村は、本方針に基づき、持続可能で安定的な国民健康保険の

運営を図っていくこととします。 

また、被保険者の負担軽減も含めた国保財政の基盤強化のため、定率

国庫負担の引上げなどについて、引き続き国に要望していきます。 

 

（２）根拠規定 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８２条の２       

（３）策定年月日 

令和５年１２月２５日（令和●年●月●●日中間見直し） 

（４）対象期間 

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの６年間 

なお、６年間の中間年である令和８年度に中間見直しを行いました。 

（５）ＰＤＣＡサイクルの実施 

本方針に基づいて、県が担う財政運営の健全性・安定性の確保に向け

た取組と、市町村が担う取組を継続的に改善するため、ＰＤＣＡサイク

ルの下で、事業の実施状況を定期的に把握分析し、評価と検証を行いま

す。 

① 具体的には、市町村は毎年度、事業の実施状況を確認し、県に報告

するとともに必要に応じ、改善に取り組みます。 

② 県は、全市町村の取組状況を取りまとめ、目標の達成状況等を評価

するとともに必要な指導助言を行います。 

  また、県としての取組についても毎年度評価し、必要な改善を行い

ます。 

③ 県は、取組状況、目標の達成状況を、埼玉県国民健康保険運営推進

での取組を継続し財政の安定化を図りながら、法定外繰入れの着実な解

消や保険税水準の統一、医療費適正化の更なる推進を図る本方針を取り

まとめました。 

県と市町村は、本方針に基づき、持続可能で安定的な国民健康保険の

運営を図っていくこととします。 

また、被保険者の負担軽減も含めた国保財政の基盤強化のため、定率

国庫負担の引上げなどについて、引き続き国に要望していきます。 
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会議等でフィードバックし、全市町村と情報を共有します。  

 
 

２ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 

（１） 市町村国保の現状 

   ① 保険者数 

    ・ 本県の市町村国保の保険者は６３保険者となっています。 

    ・ 被保険者数が１万人以上５万人未満の保険者が３４保険者と、

全体の約５割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

会議等でフィードバックし、全市町村と情報を共有します。  

 

２ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 
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※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

令和３年度 
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② 被保険者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

・ 本県の被保険者の年齢階層別構成割合（令和６年度）は、６５歳

以上の割合が約４１.９％を占めており、令和４年度から令和６年

度までは団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行により一旦、減

少しましたが、依然として高い状態にあり、将来的には増加に転じ

 

② 被保険者数 

・ 本県の被保険者数（令和３年度）は１５２．９万人で、前年度と

比べて３．７万人（２．４％）減少しています。 

・ 令和２年度と令和３年度は、新型コロナウイルス感染症などの影

響により、被保険者数の減少幅が小さくなっています。 

・ 本県の総人口に対する国保被保険者数の割合（令和３年度）は、

２０．８％となっています。 

・ 全国の国保被保険者数に占める本県の被保険者数の割合（令和３

年度）は、５．９％となっています。 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」  

 

・ 本県の被保険者の年齢階層別構成割合（令和３年度）は、６５歳

以上の割合が４４．７％を占めており、増加傾向にあります。 
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るものと見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険実態調査報告」 

 

③ 世帯主の職業構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険実態調査報告」 

 

③ 世帯主の職業構成 

・ 本県の国保被保険者の世帯主の職業は、無職（主に年金受給者）

が最も多く、全体の４４．７％を占めており、次いで被用者（非正

規雇用者等）が３３．０％を占めています。 
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被保険者の年齢階層別構成割合の推移

～19歳 20歳～39歳 40歳～64歳 65歳～74歳

年度

令和６年度国民健康保険実態調査報告公表後 

（令和８年４月以降）に更新予定 
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※ 出典：厚生労働省「国民健康保険実態調査報告」 

 

④ 被保険者一人当たりの所得 

・ 本県の国保被保険者１人当たりの所得（旧ただし書き方式による

所得※）は、平成２９年度まで増加傾向にありましたが、令和元年

度以降は本県、全国ともに年度ごとに増加と減少を繰り返してお

り、長期的には増加傾向となっています。 

・ 令和５年の本県の国保被保険者１人当たりの所得は、８６万３千

円であり、全国で東京都、神奈川県に次いで３番目に高い水準とな

っています。 

※ 旧ただし書き方式による所得：前年の総所得金額および山林所得

金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計から住民税基礎

控除額を控除した金額。 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険実態調査報告」 

 

④ 被保険者一人当たりの所得 

・ 本県の国保被保険者一人当たりの所得（旧ただし書き方式による

所得＊）は、平成２９年まで増加傾向にありましたが、令和元年以

降は本県、全国ともに大きく減少しています。 

 

・ 令和２年の本県の国保被保険者一人当たりの所得は、７５万３千

円であり、全国で東京都、神奈川県、愛知県に次いで４番目に高い

水準となっています。 

 ※ 旧ただし書き方式による所得：総所得金額及び山林所得金額、株

式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計から住民税基礎控除額を

控除した金額。  

令和６年度国民健康保険実態調査報告公表後 

（令和８年４月以降）に更新予定 
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※ 出典：厚生労働省「国民健康保険実態調査報告」 

 

⑤ 医療費（総額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険実態調査報告」 

 

⑤ 医療費（総額） 

・ 本県の医療費総額は被保険者数の減少に伴い、近年減少傾向にあ

ります。 

・ 令和２年度の医療費総額は、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大による受診控えや手術の先送りなどにより、大きく減少しまし

た。 

・ 一方、令和３年度は、同感染症の感染者数が増加したことに加え、

前年度ほど受診控えがなかったことなどにより、約２２６億円増加

し、約５，４９１億円となっています。 

 

年 埼玉県 全国 全国順位

H28 774 千円 691 千円 4 位

H29 777 千円 693 千円 4 位

H30 772 千円 695 千円 4 位

R1 759 千円 678 千円 4 位

R2 753 千円 672 千円 4 位

国保被保険者一人当たり所得

令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 

年度 本県 全国 全国順位

R1 759 千円 678 千円 4 位

R2 753 千円 672 千円 4 位

R3 829 千円 722 千円 4 位

R4 814 千円 713 千円 4 位

R5 863 千円 756 千円 3 位

国保被保険者一人当たり所得
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※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

⑥ 被保険者一人当たりの医療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

⑥ 被保険者一人当たりの医療費 

・ 本県の国保被保険者一人当たりの医療費は、被保険者の高齢化や

医療の高度化などの影響で増加傾向にあります。 

・ 前述の医療費（総額）と同様、新型コロナウイルス感染症の影響

により、一人当たり医療費は令和２年度に減少に転じ、令和３年度

には再び増加しています。 

・ 本県の一人当たり医療費は、全国平均よりも低い水準で推移して

おり、令和３年度は全国で茨城県、沖縄県、東京都に次いで４番目

に低い水準となっています。 

・ 「令和３年度医療費（電算処理分）の地域差分析」（厚生労働省）

によると、入院に係る医療費が他の都道府県に比べて低いことが、

本県の医療費水準が低い最大の要因となっています。 
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H29 H30 R1 R2 R3

医療費（総額）の推移
億円

年度

令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 

令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 
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※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

⑦ 年齢階層別被保険者一人当たりの医療費 

・ 本県の年齢階層別被保険者１人当たりの医療費は、１９歳までの

区分については年齢階層が上がるごとに減少していますが、２０歳

以上の区分については年齢階層が上がるごとに増加しています。 

・ １人当たり医療費が最も高い７０歳～７４歳の区分は、１番低い

１５歳～１９歳の区分の約６倍、次に高い６５歳～７０歳の区分は

約５倍となっています。 

・ １人当たり医療費の高い６５歳以上の被保険者数が全体の約 

４３％を占めており、引き続き高い割合で推移すると見込まれま

す。 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

⑦ 年齢階層別被保険者一人当たりの医療費 

・ 本県の年齢階層別被保険者一人当たりの医療費は、１９歳までの

区分については年齢階層が上がるごとに減少していますが、２０歳

以上の区分については年齢階層が上がるごとに増加しています。 

・ 一人当たり医療費が最も高い７０歳～７４歳の区分は、１番低い

１５歳～１９歳の区分の７倍、次に高い６５歳～６９歳の区分は

５．６倍となっています。 

・ 一人当たり医療費の高い６５歳以上の被保険者数が全体の約 

４４％を占めています。 
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一人当たり医療費の推移
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令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 
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※ 出典：厚生労働省「医療費の地域差分析」 

 

（２） 医療費の動向と将来の見通し 

① 被保険者数の見通し 

○ 被保険者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「医療費の地域差分析」 

 

（２） 医療費の動向と将来の見通し 

① 被保険者数の見通し 

○ 被保険者数の推計 

 

※ R3までは実績（厚生労働省「国民健康保険事業年報」） 

     ※ R4以降は埼玉県医療費適正化計画（第４期）に基づく 
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令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 
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○ 今後の見通し（今後５年程度） 

  ア～オにより、年約０．８万人から２．５万人の減少が見込まれま

す。 

 ア 団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行が令和６年で終了す

るため、後期高齢者医療制度への移行に伴う被保険者数の減少数

は、令和４年度の年約９．４万人をピークに減少していくものと見

込まれます。 

 イ 転入転出については、今後も転入超過が見込まれます。年約１．

４万人程度増加するものと見込まれます。 

 ウ 出生数が減少し、死亡者数が増加していることから、被保険者は

自然減となります。規模としては、年約０．７万人程度の減少が見

込まれます。 

 エ 生活保護については、令和３年度時点で生保開始が約０．６万人

で、生保廃止の約２倍となっています。このため、被保険者数は、

年約０．３万人程度の減少が見込まれます。 

 オ 社保離脱・加入については、今後も社保離脱（国保加入）の超過

が見込まれます。年約３．３万人程度増加するものと見込まれます。 

 

※ このほか、令和６年１０月に被用者保険の更なる適用拡大が予定さ

れており、社保加入者（国保離脱者）は令和６年度に約１．８万人程

度増加し、社保離脱・加入による被保険者数の増加幅が減少するもの

と見込まれます。 

 

 

 

 

令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 
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② 医療費の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医療費の見通し 

○ 今後の見通し（医療費の推計） 

  ・ 医療費総額については、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる受診控えがあった令和２年度から増加に転じた令和３年

度を除いて減少傾向にあり、令和７年度までは、被保険者数の

減少に伴い同様の傾向が続くと見込まれます。 

  ・ 令和８年度からは、被保険者数減少の鈍化により、一人当た

り医療費増加の影響が被保険者数減少の影響を上回るため、増

加していくものと見込まれます。 

 

※ R3までは実績（厚生労働省「国民健康保険事業年報」） 

     ※ R4以降は埼玉県医療費適正化計画（第４期）に基づく 

 

○ 一人当たり医療費の推計 

 ・ 被保険者一人当たり医療費は、被保険者の高齢化や医療の高度化

などに伴い、増加していくものと見込まれます。 

 

令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 
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③ 財政の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ R3までは実績（厚生労働省「国民健康保険事業年報」） 

    ※ R4以降は埼玉県医療費適正化計画（第４期）に基づく 

 

③ 財政の見通し 

○ 前提条件【納付金に必要な項目を抜粋】 

  ・歳入 保険税は、現行（令和３年度）の税率及び収納率が維持さ

れることとしました。また、公費についても、令和３年度

時点のものとしました。 

 ・歳出 市町村ごとに取組が異なるため保健事業費等を除いて推計

を行いました。 

 ○ 今後の見通し  

  ・ 上記前提条件による単年度収支差をみると、令和３年度が約４

４億円の歳出超過であるのに対し、現状のままだと、令和１１年

度には歳出超過が約４５９億円に拡大し、財政収支が大きく悪化

すると見込まれます。 

    ・ 財政収支悪化の要因として、令和８年度以降増加に転じる保険

給付費等の歳出に対して、公費の負担が定率となっていること

や、被保険者数の減少に伴い歳入のうち前期高齢者交付金や保険

令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 

令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 
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（３） 財政収支の改善に係る基本的な考え方 

① 市町村国保財政運営の現状 

・ 市町村国保の被保険者数は減少していますが、一人当たり医療費

（削除）は増加傾向にあります。 

税が減少することが挙げられます。 

 

 

 

 

 

（３） 財政収支の改善に係る基本的な考え方 

① 市町村国保財政運営の現状 

・ 市町村国保の被保険者数は減少していますが、一人当たり医療費

や後期高齢者支援金は増加傾向にあります。 

項目 R3（実績） R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

単年度収支差 ▲ 4,389 ▲ 13,189 ▲ 6,533 ▲ 13,146 ▲ 21,437 ▲ 24,666 ▲ 29,597 ▲ 36,935 ▲ 45,944

【内訳】

歳入 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

保険税 145,104 139,316 136,971 134,625 132,280 131,514 130,747 129,981 129,215

国庫支出金 176,947 171,813 169,157 168,130 167,845 168,679 170,281 172,625 175,715

前期高齢者交付金 201,083 185,929 188,512 181,326 174,139 172,511 170,882 169,254 167,625

県支出金 39,030 37,886 37,201 36,929 36,833 37,017 37,384 37,928 38,649

保険基盤安定繰入金（軽減分） 14,869 15,257 15,989 16,711 17,421 18,339 19,268 19,450 19,628

保険基盤安定繰入金（支援分） 11,018 10,839 10,916 10,987 11,052 11,247 11,441 11,636 11,832

計 588,051 561,040 558,746 548,708 539,570 539,307 540,003 540,874 542,664

前年比 ▲ 27,011 ▲ 2,294 ▲ 10,038 ▲ 9,138 ▲ 263 696 871 1,790

歳出 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

保険給付費 466,029 450,170 434,857 428,049 423,901 425,275 429,304 435,908 445,093

後期高齢者支援金 90,952 88,287 95,367 97,439 99,381 100,056 100,716 101,362 101,993

介護納付金 35,459 35,772 35,055 36,366 37,725 38,642 39,580 40,539 41,522

計 592,440 574,229 565,279 561,854 561,007 563,973 569,600 577,809 588,608

前年比 ▲ 18,211 ▲ 8,950 ▲ 3,425 ▲ 847 2,966 5,627 8,209 10,799

【参考】

項目 R3（実績） R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

被保険者数 1,527,493 1,468,214 1,443,496 1,418,778 1,394,060 1,385,985 1,377,909 1,369,834 1,361,759

令和６年度国民健康保険事業年報公表後 

（令和８年８月以降）に更新予定 
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・ 令和６年度決算における実質的な収支＊は、●●の影響などによ

り、●●したことから、約●●億円の●●（●●額は前年度から約

●●億円●●）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

＊ 実質的収支 

 ＝形式収支－(法定外一般会計繰入金＋基金等繰入金＋前年度繰越

金)＋基金等積立金 

 

○ 市町村国保の法定外一般会計繰入金の推移 

・ 本県においては、国保特別会計に繰り入れている「法定外一般会

計繰入金」は平成２７年度をピークに年々減少し、令和２年度には

約６７億円まで削減されました。 

・ 令和３年度は新型コロナウイルス感染症などの影響により、前年

度より約３０億円増加し、３８市町村が約９６億円の法定外繰入れ

を行いました。 

・ 令和４年度は約８８億円まで減少しましたが、被用者保険の適用

拡大による被保険者数の減やコロナ禍の受診抑制の反動による一

人当たり保険給付費の増などの影響により、令和５年度は前年度よ

り約７９億円増加しました。令和６年度には減少に転じたものの、

引き続き高い金額で推移し、４４市町村が約１４９億円の法定外繰

・ 令和３年度決算における実質的な収支＊は、新型コロナウイルス

感染症の影響などにより、法定外一般会計繰入金や前年度繰越金が

増加したことから、約１２１億円の赤字（赤字額は前年度から約１

０８億円増加）となっています。 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

＊ 実質的収支 

 ＝形式収支－(法定外一般会計繰入金＋基金等繰入金＋前年度繰越

金)＋基金等積立金 

 

○ 市町村国保の法定外一般会計繰入金の推移 

・ 本県においては、国保特別会計に繰り入れている「法定外一般会

計繰入金」は平成２７年度をピークに年々減少し、令和２年度には

約６７億円まで削減されました。 

・ 令和３年度は新型コロナウイルス感染症などの影響により、前年

度より約３０億円増加し、３８市町村が約９６億円の法定外繰入れ

を行っています。 

 

 

 

 

 

R8.8 月以降に更新予定 
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入れ（決算補填等以外の目的を含む）を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

② 市町村国保財政運営及び県国保特別会計の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

② 市町村国保財政運営及び県国保特別会計の基本的な考え方 

R7年度のデータは 

R8.9月以降に反映予定 
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市町村国保財政を安定的に運営していくためには、国民健康保険が一

会計年度単位で行う短期保険であることを鑑み、以下のことが必要と

なります。 

 

ア 当該年度の市町村国保特別会計の収支を均衡させる。 

 

イ 納付金や国保事業の実施に係る経費を賄うために必要な保険税率

を設定するとともに、収納率の向上に取り組み、目標とする収納額を

確保する。 

 

ウ 医療費の上昇を抑制するため、医療費適正化対策に積極的に取り組

み、支出額を抑制する。 

 

 また、県国保特別会計において必要以上に剰余金が発生することのな

いよう、バランスよく財政運営を行っていく必要があります。 

 

 

（４） 法定外一般会計繰入金等の削減・解消の取組及び目標年次 

① 法定外一般会計繰入金等の分類 

・ 法定外一般会計繰入金等は、「ア 決算補填等目的の法定外一般

会計繰入金」、「イ 決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入

金」及び「ウ 繰上充用金の新規増加分」に分類されます。 

 

法定外一般会計繰入金等の分類（詳細） 

ア 決算補填等目的の法定外一般会計繰入金 

 ○ 決算補填目的のもの 

  ・ 保険税の収納不足のため 

市町村国保財政を安定的に運営していくためには、国民健康保険が一

会計年度単位で行う短期保険であることを鑑み、以下のことが必要と

なります。 

 

ア 当該年度の市町村国保特別会計の収支を均衡させる。 

 

イ 納付金や国保事業の実施に係る経費を賄うために必要な保険税率

を設定するとともに、収納率の向上に取り組み、目標とする収納額を

確保する。 

 

ウ 医療費の上昇を抑制するため、医療費適正化対策に積極的に取り組

み、支出額を抑制する。 

 

 また、県国保特別会計において必要以上に剰余金が発生することのな

いよう、バランスよく財政運営を行っていく必要があります。 

 

 

（４） 法定外一般会計繰入金等の削減・解消の取組及び目標年次 

① 法定外一般会計繰入金等の分類 

・ 法定外一般会計繰入金等は、「ア 決算補填等目的の法定外一般

会計繰入金」、「イ 決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入

金」及び「ウ 繰上充用金の新規増加分」に分類されます。 

 

法定外一般会計繰入金等の分類（詳細） 

ア 決算補填等目的の法定外一般会計繰入金 

 ○ 決算補填目的のもの 

  ・ 保険税の収納不足のため 
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・ 高額療養費貸付金 

 ○ 保険者の政策によるもの 

  ・ 保険税の負担緩和を図るため 

  （前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・介護納付金分を含む） 

  ・ 地方単独の保険税の軽減額  

 ・ 任意給付に充てるため 

 ○ 過年度の赤字によるもの 

  ・ 累積赤字補填のため   

  ・ 公債費等、借入金利息 

 

イ 決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入金 

・ 保険税の減免額に充てるため   

・ 地方単独事業の波及増補填等 

  ・ 保健事業費に充てるため  

   ・ 直営診療施設に充てるため 

  ・ 基金積立        

・ 返済金 

  ・ その他（事務費、地方単独事業、健康管理センター等施設管理費・

運営費、震災の影響によるもの等） 

 

ウ 繰上充用金＊の新規増加分 

   前年度と比較して増加した場合のその増加部分 

 

＊ 繰上充用金：当年度の収入が支出に対して不足した場合に翌年度の

収入を繰り上げて、当該年度の収入不足を補填するもの 

 

② 法定外一般会計繰入金等の削減・解消に対する考え方 

・ 高額療養費貸付金 

 ○ 保険者の政策によるもの 

  ・ 保険税の負担緩和を図るため 

  （前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・介護納付金分を含む） 

  ・ 地方単独の保険税の軽減額  

 ・ 任意給付に充てるため 

 ○ 過年度の赤字によるもの 

  ・ 累積赤字補填のため   

  ・ 公債費等、借入金利息 

 

イ 決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入金 

・ 保険税の減免額に充てるため   

・ 地方単独事業の波及増補填等 

  ・ 保健事業費に充てるため  

   ・ 直営診療施設に充てるため 

  ・ 基金積立        

・ 返済金 

  ・ その他（事務費、地方単独事業、健康管理センター等施設管理費・

運営費、震災の影響によるもの等） 

 

ウ 繰上充用金＊の新規増加分 

   前年度と比較して増加した場合のその増加部分 

 

＊ 繰上充用金：当年度の収入が支出に対して不足した場合に翌年度の

収入を繰り上げて、当該年度の収入不足を補填するもの 

 

② 法定外一般会計繰入金等の削減・解消に対する考え方 
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・ 国保財政の安定的な運営のためには、原則として、必要な支出を

保険税や国庫負担金などで賄うことにより、国保特別会計の収支が

均衡していることが重要です。 

・ 国は、「ア 決算補填等目的の法定外一般会計繰入金」及び「ウ 

繰上充用金の新規増加分」を「赤字」と定義し、計画的・段階的な

解消が図られるよう、実効性のある取組を定めることとしていま

す。 

・ 本県においては、令和９年度に保険税水準の準統一＊を実現する

ため、「イ 決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入金」を含

めた法定外一般会計繰入金等全体を解消することとしています。 

・ 第三者行為求償等に係る普通交付金の返還財源については、原

則、市町村の基金や決算剰余金を活用します。ただし、基金が不足

している場合や活用できる決算剰余金が発生しない場合は、市町村

は県と協議の上、一般会計からの繰入れを行うこととします。 

（翌年度以降に決算剰余金が生じた場合は、当該年度に一般会計から

繰り入れた額の同額を翌年度以降に一般会計に繰り出すことが望

ましい。） 

・ 事務費繰入金、財政安定化支援事業繰入金については、地方交付

税による所要の措置が講じられることから、一般会計からの繰入れ

を行うこととします。 

 

 ＊ 保険税水準の準統一は、３（２）「保険税水準の統一」を参照 

 

③ 決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の現状 

・ 国の調査（令和４年１２月末時点）によると、令和３年度の一般

会計からの決算補填等目的の法定外繰入れは、全国の８６％の市町

村（１，４７９市町村）が行っていませんが、本県では５４％の市

・ 国保財政の安定的な運営のためには、原則として、必要な支出を

保険税や国庫負担金などで賄うことにより、国保特別会計の収支が

均衡していることが重要です。 

・ 国は、「ア 決算補填等目的の法定外一般会計繰入金」及び「ウ 

繰上充用金の新規増加分」を「赤字」と定義し、計画的・段階的な

解消が図られるよう、実効性のある取組を定めることとしていま

す。 

・ 本県においては、令和９年度に保険税水準の準統一＊を実現する

ため、「イ 決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入金」を含

めた法定外一般会計繰入金等全体を解消することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊ 保険税水準の準統一は、３（２）「保険税水準の統一」を参照 

 

③ 決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の現状 

・ 国の調査（令和４年１２月末時点）によると、令和３年度の一般

会計からの決算補填等目的の法定外繰入れは、全国の８６％の市町

村（１，４７９市町村）が行っていませんが、本県では５４％の市
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町村（３４市町村）に留まっており、半数近い２９市町村が繰入れ

を行っています。 

・ 繰入金額（全国総額約６７２億円）は、東京都、神奈川県、埼玉

県の市区町村の合計が全体の約７割（東京都：４８％、埼玉県：１

１％、神奈川県：１０％）を占めています。 

・ 被保険者一人当たりの金額では、本県は全国で４番目に高い水準

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 法定外一般会計繰入金等を発生させないための取組 

 

 （削除） 

 

 

 

 

町村（３４市町村）に留まっており、半数近い２９市町村が繰入れ

を行っています。 

・ 繰入金額（全国総額約６７２億円）は、東京都、神奈川県、埼玉

県の市区町村の合計が全体の約７割（東京都：４８％、埼玉県：１

１％、神奈川県：１０％）を占めています。 

・ 被保険者一人当たりの金額では、本県は全国で４番目に高い水準

となっています。 

 

 

④ 法定外一般会計繰入金等の削減・解消のための取組 

○ 赤字削減・解消計画書の策定 

・ 決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入金又は繰

上充用金が発生した市町村であって、発生した年度の翌々年度ま

でにその解消が見込まれない市町村は、国の通知に基づき、赤字

削減・解消計画書を策定します。 

・ 赤字削減・解消計画書は、市町村が発生要因の分析を行った上

R8.4月以降に更新予定 
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・ 市町村は、収支計画書を策定し、医療費適正化対策や収納対策な

ど、必要な対策に取り組みながら健全な国保運営を推進します。 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 第三者行為求償等に係る普通交付金の返還財源、事務費繰入金及

び財政安定化支援事業繰入金の一般会計からの繰入れを除き、全て

の市町村が法定外一般会計繰入金等を発生させない財政運営を行

います。 

 

⑤ 目標年次 

・ 保険税水準の準統一の目標年度の前年度である令和８年度まで

に法定外一般会計繰入金等（赤字及び決算補填等以外の目的の法定

で、県との協議を経て策定し、収納率の向上、健康づくりや重症

化予防による医療費適正化の取組、適正な保険税率の設定等によ

り、削減・解消を図ります。 

・ 県は、計画の進捗に課題のある市町村に対し、現状確認や助言

などを行うことにより支援します。 

 

○ 収支計画書の策定 

 ・ 赤字削減・解消計画書の策定が不要な市町村は、収支計画書を

策定し、医療費適正化対策や収納対策など、必要な対策に取り組

みながら健全な国保運営を推進します。  

 ・ 収支計画書を策定する市町村のうち、決算補填等以外の目的の

法定外一般会計繰入金のある市町村は、要因分析を行った上で計

画的に削減に取り組み、法定外一般会計繰入金の解消を図りま

す。  

 ・ 県は、主に決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入金のあ

る市町村に対し、必要に応じて、現状確認や助言などを行うこと

により支援します。 

   

○ その他 

   全ての市町村が法定外一般会計繰入金等を発生・増額させない財

政運営を行います。 

 

 

 

⑤ 目標年次 

・ 保険税水準の準統一の目標年度の前年度である令和８年度まで

に法定外一般会計繰入金等（赤字及び決算補填等以外の目的の法定
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外一般会計繰入金）を解消することとします。   

（削除） 

 

 

（５） 財政安定化基金の運用  

① 財政安定化基金の設置 

国保事業の財政安定化のため、県や市町村が財源不足となった場合

に、法定外一般会計繰入れを行う必要がないよう、貸付や交付などを行

う財政安定化基金を設置しています。 

 

② 財政安定化基金の事業 

ア 市町村への貸付事業 

  市町村において、（削除）保険税収納不足などにより財源不足と

なった場合に、財源不足額を（削除）貸付。原則３年間で償還（無

利子）。 

イ 市町村への交付事業 

  市町村において、特別な事情（災害、景気変動など）が生じた場

合、財源不足額のうち保険税収納不足額×１／２以内を（削除）交

付。 

ウ 県における取崩し 

  県において、当初の見込みよりも保険給付費が増加するなどによ

り財源不足となった場合に取崩し。 

エ 財政調整事業 

  決算剰余金を積み立て、被保険者一人当たりの納付金の著しい上

昇の抑制などのために取崩し。 

 

 

外一般会計繰入金）を解消することとします。   

・ 新たに法定外一般会計繰入金等が発生した場合も、令和８年度ま

でに解消することとします。 

 

（５） 財政安定化基金の運用  

① 財政安定化基金の設置 

国保事業の財政安定化のため、県や市町村が財源不足となった場合

に、法定外一般会計繰入れを行う必要がないよう、貸付や交付などを行

う財政安定化基金を設置しています。 

 

② 財政安定化基金の事業 

ア 貸付事業・・・ 各年度、給付費増や保険税収納不足により財源

不足となった場合に、財源不足額を県又は市町村に貸付。原則３年

間で償還（無利子） 

 

イ 交付事業・・・ 特別な事情（災害、景気変動など）が生じた場

合、財源不足額のうち保険税収納不足額×１／２以内を市町村に交

付 

 

 

 

 

ウ 財政調整事業・・・ 決算剰余金を積み立て、被保険者一人当た

りの納付金の著しい上昇の抑制などのために取崩し 
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（削除） 

 

 

 

③ 交付事業における「特別な事情」による交付の考え方 

○ 交付要件 

  次のような予算編成時に見込めなかった事情により、被保険者の

生活等に影響を与え、保険税収納額が不足した場合に基金から交付

します。 

・ 多数の被保険者の生活に影響を与える災害（台風、洪水、噴火

など）の場合 

・ 地域企業の破綻や主要産物の価格が大幅に下落するなど地域

の産業に特別な事情が生じた場合 

・ その他、上記に類するような大きな影響が多数の被保険者に生

じた場合 

  なお、運用上は、交付を希望する市町村が「特別な事情」とし

て申請を行い、県が認める場合とします。 

 

○ 交付額 

    収納不足額の１／２とします。 

 

○ 交付額の補填 

  国・県・市町村がそれぞれ３分の１ずつを補填することとします。 

     このうち市町村補填分については、全市町村で補填することと

し、市町村ごとの金額は納付金と同様の算定方法によることとし

 

 

 

 

 

 

③ 交付事業における「特別な事情」による交付の考え方 

○ 交付要件 

  次のような予算編成時に見込めなかった事情により、被保険者の

生活等に影響を与え、保険税収納額が不足した場合に基金から交付

します。 

・ 多数の被保険者の生活に影響を与える災害（台風、洪水、噴火

など）の場合 

・ 地域企業の破綻や主要産物の価格が大幅に下落するなど地域

の産業に特別な事情が生じた場合 

・ その他、上記に類するような大きな影響が多数の被保険者に生

じた場合 

  なお、運用上は、交付を希望する市町村が「特別な事情」とし

て申請を行い、県が認める場合とします。 

 

○ 交付額 

    収納不足額の１／２とします。 

 

○ 交付額の補填 

  国・県・市町村がそれぞれ３分の１ずつを補填することとします。 

  このうち市町村補填分については、全市町村で補填することと

し、市町村ごとの金額は納付金と同様の算定方法によることとしま
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ます。 

 

３ 市町村ごとの納付金及び標準保険税率の算定方法 

（１） 賦課の現状 

○ 保険税の賦課状況 

  国保事業に要する費用を賄う方法として、国民健康保険法を根拠

とする保険料と地方税法を根拠とする保険税の２種類の徴収金が

認められており、本県では、全ての市町村が保険税を賦課していま

す。 

 

○ 賦課方式 

  本県の市町村では、医療分は所得割及び均等割による２方式と、

これに平等割及び資産割を加えた４方式のいずれかが採用されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 後期高齢者支援金等分、介護納付金分及び子ども・子育て支援納付

金分は６３市町村全てで２方式が採用されています。 

 

○ 応能割と応益割の賦課割合 

   本県の市町村における賦課割合は応能割が高い傾向にあります。 

 

す。  

 

３ 市町村ごとの納付金及び標準保険税率の算定方法 

（１） 賦課の現状 

○ 保険税の賦課状況 

  国保事業に要する費用を賄う方法として、国民健康保険法を根拠

とする保険料と地方税法を根拠とする保険税の２種類の徴収金が

認められており、本県では、全ての市町村が保険税を賦課していま

す。 

 

○ 賦課方式 

  本県の市町村では、医療分は所得割及び均等割による２方式と、

これに平等割を加えた３方式、さらにこれに資産割を加えた４方式

のいずれかが採用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 後期高齢者支援金等分、介護納付金分は６３市町村全てで２方式が

採用されています。 

 

○ 応能割と応益割の賦課割合 

   本県の市町村における賦課割合は応能割が高い傾向にあります。 

 

R8.5月以降に更新予定 

R8.9月以降に更新予定 
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（令和６年度決算における本県市町村の賦課割合（医療分）） 

 

 

 

 

 

 

（上記の内訳（応能割の賦課割合）） 

 

 

 

 

※ 後期高齢者支援金分、介護納付金分は全ての市町村で２方式となっ

ているため、医療分で算定しています。 

 

○ 賦課限度額 

  保険税は地方税法等に基づき、各市町村の条例で賦課限度額を定

めていますが、政令（地方税法施行令）で定める額どおりの賦課限

度額を設定している市町村は●●市町村となっています。（令和８

年４月１日現在） 

 

（令和８年度の賦課限度額設定状況（医療＋後期＋介護＋子ども）） 

 

 

 

 

 

（令和３年度決算における本県市町村の賦課割合（医療分）） 

 

 

 

 

 

 

（上記の内訳（応能割の賦課割合）） 

 

 

 

 

※ 後期高齢者支援金分、介護納付金分は全ての市町村で２方式となっ

ているため、医療分で算定しています。 

 

○ 賦課限度額 

  保険税は地方税法等に基づき、各市町村の条例で賦課限度額を定

めていますが、法定額どおりの賦課限度額を設定している市町村は

２３市町村となっています。（令和５年４月１日現在） 

 

 

（令和５年度の賦課限度額設定状況（医療＋後期＋介護）） 

 

 

 

 

 

R8.5月以降に更新予定 
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（参考）令和８年度の政令における賦課限度額 ●●万円 

（医療分●●万円、後期高齢者支援金等分●●万円、介護納付金分●●万

円、子ども・子育て支援納付金分●●万円） 

 

○ 保険税の軽減割合 

  低所得者に対する保険税（均等割・平等割）の法定軽減は、全ての

市町村で７割・５割・２割軽減が導入されています。 

 

 

（令和７年度の軽減世帯数の割合） 

 

 

 

 

 

          ※ 出典：総務省「市町村税課税状況等の調」 

 

○ 保険税率の状況 

  令和６年度の本県の市町村における被保険者一人当たり応能割率

の平均は●●％と、●●となっているのに対し、被保険者一人当たり

応益割額の平均は●●円と、●●となっています。 

 

 

（令和６年度一人当たり保険税の算定状況（医療＋後期、算定額ベー

ス）） 

 

 

（参考）令和５年度の政令における賦課限度額 １０４万円 

（医療分６５万円、後期高齢者支援金等分２２万円、介護納付金分１７万

円） 

 

○ 保険税の軽減割合 

  低所得者に対する保険税（均等割・平等割）の法定軽減は、全ての

市町村で７割・５割・２割軽減が導入されています。 

 

 

（令和３年度の軽減世帯数の割合） 

 

 

 

 

 

          ※ 出典：総務省「市町村税課税状況等の調」 

 

○ 保険税率の状況 

  令和３年度の本県の市町村における被保険者一人当たり応能割率

の平均は１０．１％と、全国平均と同水準となっているのに対し、被

保険者一人当たり応益割額の平均は３６，７６４円と、全国で最も低

い水準となっています。 

 

（令和３年度一人当たり保険税の算定状況（医療＋後期、算定額ベー

ス）） 

 

 

R8.4月以降に更新予定 

R8.9月以降に更新予定 
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        ※１ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

        ※２ 介護納付金分を除く（年報で未集計） 

 

○ 一人当たり調定額 

 ・ 本県における令和６年度の被保険者一人当たり調定額の平均は●

●円となっており、全国平均と比べて●●なっています。 

 ・ 年度ごとの推移では、被保険者一人当たり医療費の増加等を受け

て多くの市町村が税率改正を行ったことなどにより、増加傾向にあ

ります。 

 

（一人当たり調定額の年度ごとの推移（医療＋後期＋介護）） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※１ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

        ※２ 介護納付金分を除く（年報で未集計） 

 

○ 一人当たり調定額 

 ・ 本県における令和３年度の被保険者一人当たり調定額の平均は９

５，０７２円となっており、全国平均と比べて低くなっています。 

 ・ 年度ごとの推移では、被保険者一人当たり医療費の増加等を受け

て多くの市町村が税率改正を行ったことなどにより、増加傾向にあ

ります。 

 

（一人当たり調定額の年度ごとの推移（医療＋後期＋介護）） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

R8.9月以降に更新予定 
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（２） 保険税水準の統一 

① 保険税水準の統一の意義 

・ 保険税水準の統一は、県内の保険給付の負担を全市町村で支え合

うため、小規模な市町村において高額な医療費が発生した場合にお

いても保険税の変動を抑えることができ、更なる財政の安定化につ

ながります。 

・ また、県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば

同じ保険税となるため、被保険者間の公平性の確保につながりま

す。 

 

② 保険税水準の統一の定義 

・ 原則として、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となること

とします。 

・ ただし、該当市町村がわずかである直営診療施設運営費など、統

一の対象とするとかえって公平性が確保できなくなるものについ

ては、統一の対象外（例外）として取り扱いますが、本県において

はこれを「完全統一」として定義します。 

 

③ 統一の進め方 

・ 保険税水準の統一により被保険者の負担が大きく変動する場合

があります。 

・ また、負担と受益の公平性の観点から県内全ての市町村が同一水

準の被保険者サービスの提供や医療費適正化対策などに取り組む

必要があります。 

・ 第２期国保運営方針において、本県の医療費水準の格差は小さい

一方、法定外繰入金や収納率の格差は大きいことなどから、保険税

水準の統一は３段階に分けて進めていくこととしました。 

（２） 保険税水準の統一 

① 保険税水準の統一の意義 

・ 保険税水準の統一は、県内の保険給付の負担を全市町村で支え合

うため、小規模な市町村において高額な医療費が発生した場合にお

いても保険税の変動を抑えることができ、更なる財政の安定化につ

ながります。 

・ また、県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば

同じ保険税となるため、被保険者間の公平性の確保につながりま

す。 

 

② 保険税水準の統一の定義 

・ 原則として、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となること

とします。 

・ ただし、該当市町村がわずかである直営診療施設運営費など、統

一の対象とするとかえって公平性が確保できなくなるものについ

ては、統一の対象外（例外）として取り扱いますが、本県において

はこれを「完全統一」として定義します。 

 

③ 統一の進め方 

・ 保険税水準の統一により被保険者の負担が大きく変動する場合

があります。 

・ また、負担と受益の公平性の観点から県内全ての市町村が同一水

準の被保険者サービスの提供や医療費適正化対策などに取り組む

必要があります。 

・ 本県の医療費水準（平成２７～２９年度平均）の格差は全国で４

番目に小さい一方、法定外繰入金や収納率の格差は大きいことなど

から、第２期国保運営方針において、保険税水準の統一は３段階に
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・ 各市町村の収納対策の強化により、収納率の格差は縮小傾向にあ

るものの、依然として差が大きいことから、第３期国保運営方針に

おいても、同様の考え方で進めています。 

 

ア 納付金ベースの統一 

納付金の算定過程において医療費水準を反映しないほか、都道府

県向けの公費を市町村単位ではなく県単位で計算することとし、市

町村ごとの納付金額を算定する上では統一基準によることとしま

す。本県ではこれを納付金ベースの統一と位置付けます。 

納付金ベースの統一は、高額医療費の発生などによる医療費水準

の変動リスクが県全体で平準化され、国保財政の更なる安定化が図

られます。このため、激変緩和措置が終了となる令和６年度から実

施しています。 

 

イ 準統一 

令和９年度から収納率格差以外の項目を統一することとします。

本県ではこれを準統一と位置付けます。 

 

（削除） 

 

 

※ 収納率格差とは、市町村間の標準的な収納率の差を指します。市

町村の標準保険税率を算定する際、算定に必要な保険税総額を標準

的な収納率で割り戻すため、標準的な収納率に差がある場合は標準

保険税率にも差が生じます。 

※ 標準保険税率及び標準的な収納率は、３（４）「標準保険税率の

分けて進めていくこととしました。 

・ 各市町村の収納対策の強化により、収納率の格差は縮小傾向にあ

るものの、依然として差が大きいことから、第３期国保運営方針に

おいても、同様の考え方で進めていくこととします。 

 

ア 納付金ベースの統一 

納付金の算定過程において医療費水準を反映しないほか、都道府

県向けの公費を市町村単位ではなく県単位で計算することとし、市

町村ごとの納付金額を算定する上では統一基準によることとしま

す。本県ではこれを納付金ベースの統一と位置付けます。 

納付金ベースの統一は、高額医療費の発生などによる医療費水準

の変動リスクが県全体で平準化され、国保財政の更なる安定化が図

られます。このため、激変緩和措置が終了となる令和６年度から実

施することとします。 

 

イ 準統一 

令和９年度から収納率格差以外の項目を統一することができる

よう、引き続き課題解決に取り組んでいきます。本県ではこれを準

統一と位置付けます。 

なお、準統一により、標準保険税率が大きく変動する場合は、本

方針の中間見直し（令和８年度）の際に対応方法を検討することと

します。 

※ 収納率格差とは、市町村間の標準的な収納率の差を指します。市

町村の標準保険税率を算定する際、算定に必要な保険税総額を標準

的な収納率で割り戻すため、標準的な収納率に差がある場合は標準

保険税率にも差が生じます。 

※ 標準保険税率及び標準的な収納率は、３（４）「標準保険税率の
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算定方法」を参照。 

 

ウ 完全統一 

準統一以降も引き続き収納率格差の縮小に取り組み、令和１２年

度の完全統一を目指します。 

 

※ いずれの段階においても、地方単独事業の実施に伴う療養給付

費等負担金の減額調整分、直営診療施設運営費などを保険税で賄

う場合（保険税以外の財源が確保できない場合）は例外として保

険税率に差異が生じます。 

※ また、財政安定化基金の貸付けを受けたことに伴う償還分を保

険税で賄う場合なども、保険税率に差異を生じる例外となりま

す。 

 

（３） 納付金の算定方法 

  ① 納付金 

   ○ 納付金の基本的な考え方 

    ・ 県は、市町村が保険給付に必要となる費用を、保険給付費等交

付金（普通交付金）として全額市町村に交付します。 

    ・ 県は、普通交付金に必要となる費用などを賄うため、市町村か

ら国保事業費納付金（納付金）を徴収します。 

    ・ 県は財政運営の責任主体として、県内の国民健康保険の保険給

付費などの見込みを立て、市町村ごとの納付金を決定します。 

    ・ 納付金の算定方法は、国のガイドラインで示された算定方法を

原則とし、市町村と協議の上決定します。 

 

   ○ 納付金の対象となる経費 

算定方法」を参照 

 

ウ 完全統一 

令和３年度決算において収納率の差が最大で約９ポイントとな

っていることから、引き続き収納対策の強化に取り組むことによ

り、その差を縮小し、令和１２年度の完全統一を目指します。 

※ いずれの段階においても、地方単独事業の実施に伴う療養給付

費等負担金の減額調整分、直営診療施設運営費などを保険税で賄

う場合（保険税以外の財源が確保できない場合）は例外として保

険税率に差異が生じます。 

※ また、財政安定化基金の貸付けを受けたことに伴う償還分を保

険税で賄う場合なども、保険税率に差異を生じる例外となりま

す。 

 

（３） 納付金の算定方法 

① 納付金 

○ 納付金の基本的な考え方 

 ・ 県は、市町村が保険給付に必要となる費用を、保険給付費等交

付金（普通交付金）として全額市町村に交付します。 

 ・ 県は、普通交付金に必要となる費用などを賄うため、市町村か

ら国保事業費納付金（納付金）を徴収します。 

 ・ 県は財政運営の責任主体として、県内の国民健康保険の保険給

付費などの見込みを立て、市町村ごとの納付金を決定します。 

 ・ 納付金の算定方法は、国のガイドラインで示された算定方法を

原則とし、市町村と協議の上決定します。 

 

○ 納付金の対象となる経費 
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    ・ 納付金の算定対象とする保険給付費などの範囲は、次のとおり

とします。 

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併

用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額

療養費、高額介護合算療養費、診療報酬審査支払手数料、後期高

齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金、前期高齢者納付金、

前期高齢者関係事務費拠出金、病床転換支援金、病床転換助成関

係事務費拠出金、介護納付金、子ども・子育て支援納付金 

※ なお、出産育児一時金、葬祭諸費及び保健事業の一部に係る費用

についても、令和９年度以降は保険給付費等交付金（普通交付金）

の交付対象とするため、納付金の対象となります。 

 

   ② 納付金の算定式 

    納付金の算定式は、国のガイドラインに準じます。 

＜納付金算定の数式＞ 

市町村ごとの納付金基礎額 

 ＝（埼玉県での必要総額） 

 ×{１＋α×(年齢調整後の医療費指数－１)} 

 ×{β×(所得のシェア)＋１×(被保険者数のシェア)}/(１＋β) 

  ×γ 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 納付金の算定対象とする保険給付費などの範囲は、次のとおり

とします。 

   療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併

用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額

療養費、高額介護合算療養費、診療報酬審査支払手数料、後期高

齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金、前期高齢者納付金、

前期高齢者関係事務費拠出金、病床転換支援金、病床転換助成関

係事務費拠出金、介護納付金 

※ 出産育児一時金などの付加給付や保健事業に係る費用は含みま

せん。 

 

 

② 納付金の算定式 

納付金の算定式は、国のガイドラインに準じます。     

＜納付金算定の数式＞ 

 市町村ごとの納付金基礎額 

  ＝（埼玉県での必要総額） 

   ×{１＋α×(年齢調整後の医療費指数－１)} 

   ×{β×(所得のシェア)＋１×(被保険者数のシェア)}/(１＋β) 

   ×γ   
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＜用語解説＞ 

 α：医療費水準をどの程度反映させるかを調整する係数 

   α＝1 医療費水準を納付金額に全て反映。  

   α＝0 医療費水準を納付金額に全く反映させない（都道府県内

統一の保険税水準）。 

 β：所得のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数 

   ※ 都道府県の所得水準に応じて設定 

 γ：市町村ごとの納付金基礎額の総額を都道府県の必要総額に合わせ

るための調整係数 

 

③ 医療費水準（αの設定方法） 

保険税水準の統一に向けて、令和６年度納付金の算定からα＝０と

します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜用語解説＞ 

 α：医療費水準をどの程度反映させるかを調整する係数 

   α＝1 医療費水準を納付金額に全て反映。  

   α＝0 医療費水準を納付金額に全く反映させない（都道府県内

統一の保険税水準）。 

 β：所得のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数 

   ※ 都道府県の所得水準に応じて設定 

 γ：市町村ごとの納付金基礎額の総額を都道府県の必要総額に合わせ

るための調整係数 

 

③ 医療費水準（αの設定方法） 

保険税水準の統一に向けて、令和６年度納付金の算定からα＝０と

します。  

 



36 
 

④ 所得水準（βの設定方法） 

応能分、応益分の配分を決定する所得水準は、「β＝本県一人当た

り所得／全国平均一人当たり所得」とします。 

（参考）本県の令和８年度納付金の算定における医療分の 

β＝1.1122246160707（応能応益割合は約 53:47 となる） 

 

（４） 標準保険税率の算定方法 

① 標準保険税率の種類 

標準的な住民負担の「見える化」や将来的な保険税水準の統一を図

る観点から、財政運営の責任主体である県が、市町村ごとの標準保険

税率を算定し、市町村に通知します。（所得割は小数第２位、均等割は

１円単位により設定） 

ア 都道府県標準保険税率 

・ 都道府県間の保険税水準の比較のため、全国統一の算定方式を

用いて当該都道府県の保険税の標準的な水準を（各都道府県で１

つ）算定します。 

・ 保険税水準の完全統一に当たっては、全ての市町村が都道府県

標準保険税率どおりに賦課することとします。 

 

イ 市町村標準保険税率 

・ 県が定める算定方式を用いて、市町村ごとの保険税率の標準的

な水準を算定します。 

・ 保険税水準の準統一に当たっては、全ての市町村が市町村標準

保険税率どおりに賦課することとします。 

 

ウ 各市町村の算定基準に基づく標準保険税率 

・ 実際に各市町村が設定する保険税率と比較ができるよう、各市

④ 所得水準（βの設定方法） 

応能分、応益分の配分を決定する所得水準は、「β＝本県一人当た

り所得／全国平均一人当たり所得」とします。 

（参考）本県の令和５年度納付金の算定における医療分の 

β＝1.1130059121579（応能応益割合は約 53:47 となる） 

 

（４） 標準保険税率の算定方法 

① 標準保険税率の種類 

標準的な住民負担の「見える化」や将来的な保険税水準の統一を図

る観点から、財政運営の責任主体である県が、市町村ごとの標準保険

税率を算定し、市町村に通知します。 

 

ア 都道府県標準保険税率 

・ 都道府県間の保険税水準の比較のため、全国統一の算定方式を

用いて当該都道府県の保険税の標準的な水準を（各都道府県で１

つ）算定します。 

・ 保険税水準の完全統一に当たっては、全ての市町村が都道府県

標準保険税率どおりに賦課することとします。 

 

イ 市町村標準保険税率 

・ 県が定める算定方式を用いて、市町村ごとの保険税率の標準的

な水準を算定します。 

・ 保険税水準の準統一に当たっては、全ての市町村が市町村標準

保険税率どおりに賦課することとします。 

 

ウ 各市町村の算定基準に基づく標準保険税率 

・ 実際に各市町村が設定する保険税率と比較ができるよう、各市
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町村の算定方式や賦課限度額等の諸条件を反映した、市町村ごと

の保険税率の標準的な水準を算定します。 

 

② 標準保険税率の算定式 

標準保険税率の算定式は、国のガイドラインに準じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 賦課方式 

・ 所得割・均等割による２方式とします。 

  資産割は居住市町村内の所有資産しか対象とならず不公平論があ

るほか、現在では所得を生まない自己居住の資産が多くなっていま

す。平等割に関しては、令和３年度平均の１世帯当たり被保険者数が

１．５１人で単身世帯の割合が上昇しています。 

町村の算定方式や賦課限度額等の諸条件を反映した、市町村ごと

の保険税率の標準的な水準を算定します。 

 

② 標準保険税率の算定式 

標準保険税率の算定式は、国のガイドラインに準じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 賦課方式 

・ 所得割・均等割による２方式とします。 

  資産割は居住市町村内の所有資産しか対象とならず不公平論があ

るほか、現在では所得を生まない自己居住の資産が多くなっていま

す。平等割に関しては、令和３年度平均の１世帯当たり被保険者数が

１．５１人で単身世帯の割合が上昇しています。 
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  また、後期高齢者支援金等分・介護納付金分・子ども・子育て支援

納付金分は本県の全ての市町村で２方式により賦課されています。 

  このことから、資産割・平等割は採用しないこととします。 

 

・ 保険税水準の統一に向けて、準統一の目標年度である令和９年度に

は全ての市町村で２方式となることとします。 

 

④ 賦課限度額 

・ 納付金、標準保険税率の算定上は納付金算定年度の政令（地方税

法施行令）で定める額とします。 

 

  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （削除） 

 

 

  また、後期高齢者支援金等分・介護納付金分は本県の全ての市町村

で２方式により賦課されています。 

  このことから、資産割・平等割は採用しないこととします。 

 

・ 保険税水準の統一に向けて、準統一の目標年度である令和９年度に

は全ての市町村で２方式となることとします。 

 

④ 賦課限度額 

・ 納付金、標準保険税率の算定上は納付金算定年度の法定限度額と

します。 

・ しかし、賦課年度における法定限度額は毎年度の税制改正によっ

て改正される可能性があり、改正された場合は納付金算定年度の法

定限度額と賦課年度の法定限度額に差が生じることとなります。 

・ また、実際の賦課限度額は各市町村の条例により定められている

ため、本方針３（１）に記載したように市町村ごとに差があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 保険税水準の準統一に向けて、早期に賦課年度の法定限度額とな

ることを目指します。 
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⑤ 標準的な収納率 

標準保険税率の算定に用いる「標準的な収納率」は、基準年度（算

定年度の前年度）を含めた直近３年度分の収納率の平均値とし、市町

村ごとに設定します。 

（例） 令和７年度の標準保険税率の算定に用いる標準的な収納率 

    算定年度（令和６年度）の前年度（令和５年度）を含めた直近

３年度分＝令和３年度から令和５年度までの収納率の平均値 

・ 標準的な収納率を達成すれば、県に対する納付金の支払いに必要

な財源を確保できる可能性が高くなります。すなわち、納付金に必

要な財源を確保し、安定的な財政運営を行っていくためには、標準

的な収納率を実現することが重要となります。 

・ 標準的な収納率以上の収納率を達成し、納付金の財源として必要

な保険税額以上の保険税を確保できた場合は、その市町村独自の財

源となります。 

 

４ 保険税水準の統一における標準保険税率等の算定方法 

（１） 納付金ベースの統一（令和６年度～） 

市町村ごとの納付金算定を統一基準により行うこととします。 

 

○ 医療費水準反映係数α 

   医療費水準の市町村格差は納付金に反映させないため、α＝０と

して算定します。 

 

○ 高額医療費負担金、特別高額医療費共同事業費負担金、特別調整

交付金（県分）、保険者努力支援制度（県分）、審査支払手数料 

   県単位での算定とします。 

 

⑤ 標準的な収納率 

標準保険税率の算定に用いる「標準的な収納率」は、基準年度（算

定年度の前年度）を含めた直近３年度分の収納率の平均値とし、市町

村ごとに設定します。 

（例） 令和７年度の標準保険税率の算定に用いる標準的な収納率 

    算定年度（令和６年度）の前年度（令和５年度）を含めた直近

３年度分＝令和３年度から令和５年度までの収納率の平均値 

・ 標準的な収納率を達成すれば、県に対する納付金の支払いに必要

な財源を確保できる可能性が高くなります。すなわち、納付金に必

要な財源を確保し、安定的な財政運営を行っていくためには、標準

的な収納率を実現することが重要となります。 

・ 標準的な収納率以上の収納率を達成し、納付金の財源として必要

な保険税額以上の保険税を確保できた場合は、その市町村独自の国

保事業の財源に充てることもできます。 

 

４ 保険税水準の統一における標準保険税率等の算定方法 

（１） 納付金ベースの統一（令和６年度～） 

市町村ごとの納付金算定を統一基準により行うこととします。 

 

○ 医療費水準反映係数α 

   医療費水準の市町村格差は納付金に反映させないため、α＝０と

して算定します。 

 

○ 高額医療費負担金、特別高額医療費共同事業費負担金、特別調整

交付金（県分）、保険者努力支援制度（県分）、審査支払手数料 

   県単位での算定とします。 
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○ 地方単独事業の減額調整分 

・ 福祉３医療費助成制度（こども医療費支給事業・重度心身障害者

医療費支給事業・ひとり親家庭等医療費支給事業）の支給内容など

は市町村の政策として差異が生じています。 

・ 県で統一し、保険者間で公平な負担とすることは望ましくないた

め、統一の例外とし、これまでどおり市町村単位での算定とします。 

※ 準統一後、減額調整分の納付金への加算額については、保険者努

力支援交付金（市町村分）及び国・特別調整交付金（市町村分）の

一部によって賄うため、これによる保険税率の差異は生じません。 

 

（２） 準統一（令和９年度～） 

① 準統一の考え方 

・ 標準保険税率の算定に当たり、収納率格差以外の各項目の取扱い

を統一することとします。 

・ 各市町村は県が提示する市町村標準保険税率（収納率格差を反映

した統一の保険税率）どおりに税率を設定することとします。 

（削除） 

 

 

② 保険税の賦課に係る項目の取扱い 

○ 賦課方式 

   県内全ての市町村で所得割・均等割による２方式とします。 

○ 応能応益割合 

  県全体の応能応益割合をβ：１（おおむね５３：４７）とします。 

  ※ 各市町村の応能応益割合は所得水準により異なります。 

○ 賦課限度額 

 ・ 政令（地方税法施行令）で定める金額で統一することとします。 

○ 地方単独事業の減額調整分 

・ 福祉３医療費助成制度（乳幼児（子ども）医療費支給事業・重度

心身障害者医療費支給事業・ひとり親家庭等医療費支給事業）の対

象年齢などは市町村の政策として差異が生じています。 

・ 県で統一し、保険者間で公平な負担とすることは望ましくないた

め、統一の例外とし、これまでどおり市町村単位での算定とします。 

・ 減額調整分の納付金への加算額を保険税以外の財源で賄う場合

は保険税率に差異が生じないため、財源の確保方法について検討す

ることとします。 

 

（２） 準統一（令和９年度～） 

① 準統一の考え方 

・ 標準保険税率の算定に当たり、収納率格差以外の各項目の取扱い

を統一することとします。 

・ 各市町村は県が提示する市町村標準保険税率（収納率格差を反映

した統一の保険税率）どおりに税率を設定することとします。 

・ 市町村標準保険税率と実際の税率に乖離が生じている市町村は、

準統一に向けて段階的に税率改正を行うこととします。 

 

② 保険税の賦課に係る項目の取扱い 

○ 賦課方式 

   県内全ての市町村で所得割・均等割による２方式とします。 

○ 応能応益割合 

  県全体の応能応益割合をβ：１（おおむね５３：４７）とします。 

  ※ 各市町村の応能応益割合は所得水準により異なります。 

○ 賦課限度額 

 ・ 政令（地方税法施行令）で定める金額で統一することとします。 
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 ・ 政令が改正された場合、県内全ての市町村で政令と同日から適

用することとします。 

 

③ 市町村が実施する事業に係る項目の取扱い 

○ 特定健康診査を始めとする保健事業に要する費用 

・ 負担と給付の公平を図る観点から、地域の健康課題を踏まえ、

全市町村で同一水準の被保険者サービスの提供を目指します。 

・ 各事業を次の区分に分類した上で財源を確保し、市町村におい

て事業を実施することとします。 

ア 全市町村で共通して実施する事業 

    納付金算定に反映し、保険給付費等交付金（普通交付金）の交付

対象とします。 

イ アに該当しないが、市町村が優先して実施すべきと県が指定する事業  

   保険給付費等交付金（特別交付金のうち県繰入金）の交付対象と

します。 

ウ ア及びイに該当しないが、市町村が独自に実施する事業 

    全市町村における同一水準の被保険者サービスの提供のため、

市町村は保険給付費等交付金（特別交付金のうち県繰入金）や、

保険者努力支援交付金（市町村分）などの範囲内において事業を

行うこととします。 

 

○ 市町村の条例による減免（保険税及び一部負担金） 

 県内統一の基準を定め、本基準に沿って減免を実施することとし

ます。 

減免の財源としては、全額を保険給付費等交付金（特別交付金の

うち県繰入金）の交付対象とします。 

 

 ・ 政令が改正された場合、県内全ての市町村で政令と同日から適

用することとします。 

 

③ 市町村が実施する事業に係る項目の取扱い 

○ 特定健康診査を始めとする保健事業に要する費用 

・ 負担と給付の公平を図る観点から、地域の健康課題を踏まえ、

全市町村で同一水準の被保険者サービスの提供を目指します。 

・ 各事業を次の区分に分類した上で財源を確保し、市町村におい

て事業を実施することとします。 

ア 全市町村で共通して実施する事業 

納付金算定に反映し、普通交付金の交付対象とします。 

 

イ アに該当しないが、市町村が優先して実施すべきと県が指定する事業  

    保険給付費等交付金（特別交付金）の交付対象とします。 

 

ウ ア及びイに該当しないが、市町村が独自に実施する事業 

    全市町村における同一水準の被保険者サービスの提供のため、

保険給付費等交付金（普通交付金・特別交付金）から市町村規模

に応じて一定額を交付し、その範囲内において事業を行うことと

します。 

 

○ 市町村の条例による減免（保険税及び一部負担金） 

・ 県内統一の基準を定め、本基準に沿って実施された減免につい

ては、全額を保険給付費等交付金（特別交付金）の交付対象とし

ます。 

・ 各市町村が本基準を超えて減免を行う場合は、その一部を保険

給付費等交付金（特別交付金）の交付対象とします。 
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（削除） 

 

○ 保養施設利用助成事業 

   納付金算定には反映させず、事業を実施する場合は保険税以外の

独自財源（前年度繰越金や市町村が設置する基金の積立金など）で

実施するか、一般会計事業へ移行して実施することとします。 

 

○ 直診勘定繰出金 

   直営診療施設を設置している市町村は少ないことから、統一の例

外とします。 

 

○ 出産育児諸費 

 出産育児一時金における法定給付分は県単位で納付金算定に反

映し、保険給付費等交付金（普通交付金）の交付対象とします。 

（削除） 

 

 

 

○ 葬祭諸費 

  現在、全市町村で給付額が同じであることから、県単位で納付金

算定に反映し、保険給付費等交付金（普通交付金）の交付対象とし

ます。 

 

④ 市町村向けの公費に係る項目の取扱い 

○ 保険給付費等交付金（特別交付金のうち県繰入金） 

    交付内容は以下の５項目とします。 

   ・ 保健事業区分＊１「イ」に要する費用 

 

 

○ 保養施設利用助成事業 

   納付金算定には反映させず、事業を実施する場合は保険税以外の

独自財源（前年度繰越金や市町村が設置する基金の積立金など）で

実施するか、一般会計事業へ移行して実施することとします。 

 

○ 直診勘定繰出金 

   直営診療施設を設置している市町村は少ないことから、統一の例

外とします。 

 

○ 出産育児諸費 

・ 出産育児一時金における法定給付分は県単位で納付金算定に

反映し、保険給付費等交付金（普通交付金）の交付対象とします。 

・ 法定を上回る給付を行う市町村については、上乗せ分は保険税

以外の独自財源（前年度繰越金や市町村が設置する基金の積立金

など）で実施することとします。 

 

○ 葬祭諸費 

  現在、全市町村で給付額が同じであることから、県単位で納付金

算定に反映し、保険給付費等交付金（普通交付金）の交付対象とし

ます。 

 

④ 市町村向けの公費に係る項目の取扱い 

○ 保険給付費等交付金（特別交付金） 

・ 医療費適正化や保健事業の実施状況を評価して交付する基準に

ついては、保健事業等の統一の議論を踏まえながら、その在り方を
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   ・ 保健事業区分＊１「ウ」のうち人間ドック等への助成に要する費

用の一部 

   ・ 評価指標に基づく交付額 

   ・ 条例減免（保険税・一部負担金）に要する費用 

   ・ その他指定した事業に要する費用 

    交付内容を以上の５項目とすることによって生じる交付金の残額

は、納付金算定に反映することで、税率の抑制のために活用しま

す。 

 

○ 保険者努力支援交付金（市町村分） 

  地方単独事業の減額調整分に活用した上で、残額は保健事業区分＊

「ウ」の財源として活用することとします。 

 

 

○ 国・特別調整交付金（市町村分） 

・ 事業費相当分としての交付額は、標準保険税率の算定対象外とし

ます。 

・ 市町村の取組を評価して交付される分については、地方単独事業

の減額調整分に活用した上で、残額は保健事業区分＊「ウ」の財源

として活用することとします。 

 

＊ 保健事業区分：４（２）③のうち「特定健康診査を始めとする保

健事業に要する費用」を参照。 

 

⑤ その他 

○ 保険基盤安定制度（保険者支援分）、財政安定化支援事業繰入金 

・ 県単位で算定することとします。 

検討していくこととします。 

・ 保険税収納率などの実績を評価して交付する基準については、準

統一により令和９年度から廃止することとします。 

 

 

 

 

 

 

○ 保険者努力支援制度（市町村分） 

  税率を抑えるため、標準保険税率から差し引く部分と、独自財源と

して活用できるよう市町村に交付する部分の配分などについて、保健

事業等の統一の議論と並行して検討していくこととします。 

 

○ 国・特別調整交付金（市町村分） 

・ 事業費相当分としての交付額は、標準保険税率の算定対象外とし

ます。 

・ 市町村の取組を評価して交付される分については、市町村の独自

財源として整理し、保健事業や地方単独事業の減額調整分に活用す

ることとします。 

 

 

 

 

⑤ その他 

○ 保険基盤安定制度（保険者支援分）、財政安定化支援事業繰入金 

・ 県単位で算定することとします。 
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・ 具体的には、県全体の納付金算定基礎額から控除した後、各市町

村の納付金額に繰入見込相当額を個別に加算します。 

・ 市町村標準保険税率の算定に影響させないよう、各市町村の保険

税必要額の算定において、各市町村の納付金に個別加算した額と同

額を減算します。 

 

○ 財政安定化基金（本体基金） 

・ 市町村の償還分については、貸付を受けた市町村が全額償還する

こととします。 

・ 市町村の拠出分については、県単位での算定とし、全市町村で納

付金算定と同様の方法により按分することとします。 

・ 標準保険税率どおりの税率で賦課し、標準的な収納率を達成した

にも関わらず収納不足が生じた（市町村の責めに帰さない）場合な

どの対応は、改めて検討することとします。 

 

○ その他基金（市町村が設置する基金） 

・ 保険税水準の統一を阻害しない範囲で活用していくこととしま

す。 

・ 例えば、基金積立てのための保険税率の引上げなどは行わないこ

ととします。 

・ また、保険税率の引下げを目的とした基金残高の取崩しは行わな

いこととします。 

 

○ 予備費 

・ 市町村の実情に応じて予備費を計上することとします。 

・ 準統一後は保険税を財源とした予備費の計上は行わないことと

します。 

・ 具体的には、県全体の納付金算定基礎額から控除した後、各市町

村の納付金額に繰入見込相当額を個別に加算します。 

・ 市町村標準保険税率の算定に影響させないよう、各市町村の保険

税必要額の算定において、各市町村の納付金に個別加算した額と同

額を減算します。 

 

○ 財政安定化基金（本体基金） 

・ 市町村の償還分については、貸付を受けた市町村が全額償還する

こととします。 

・ 市町村の拠出分については、県単位での算定とし、全市町村で納

付金算定と同様の方法により按分することとします。 

・ 標準保険税率どおりの税率で賦課し、標準的な収納率を達成した

にも関わらず収納不足が生じた（市町村の責めに帰さない）場合な

どの対応は、改めて検討することとします。 

 

○ その他基金（市町村が設置する基金） 

 

 

・ 準統一後は基金積立てのための保険税率の引上げは行わないこ

ととします。 

・ 保険税率の引下げを目的とした基金残高の取崩しは行わないこ

ととします。 

 

○ 予備費 

・ 市町村の実情に応じて予備費を計上することとします。 

・ 準統一後は保険税を財源とした予備費の計上は行わないことと

します。 
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○ 決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入金 

・ 国保財政の健全化及び被保険者の受益と負担の公平性の観点か

ら、全市町村で実施しないこととします。これは、県統一基準で算

定した保険税に加えて、国保事業の財源に法定外繰入金を活用する

ことは、法定外繰入れを実施していない市町村の被保険者と受ける

被保険者サービスの水準などに差が生じることとなるためです。 

・ 地方単独事業の減額調整分や市町村が独自に行う保健事業など

の財源を、一般会計からの法定外繰入金以外で賄うための取扱いに

ついて、保険給付費等交付金（特別交付金）や保険者努力支援制度

（市町村分）の在り方と併せて検討していくこととします。 

・ 第三者行為求償等に係る普通交付金の返還財源については、原

則、市町村の基金や決算剰余金を活用します。ただし、基金が不足

している場合や活用できる決算剰余金が発生しない場合は、市町村

は県と協議の上、一般会計からの繰入れを行うこととします。（翌

年度以降に決算剰余金が生じた場合は、当該年度に一般会計から繰

り入れた額の同額を翌年度以降に一般会計に繰り出すことが望ま

しい。） 

・ 事務費繰入金、財政安定化支援事業繰入金については、地方交付

税による所要の措置が講じられることから、一般会計からの繰入れ

を行うこととします。 

 

（３） 完全統一（令和１２年度～） 

・ 完全統一は、これまでの市町村における収納率の推移や過年度収納

額の状況を踏まえ、令和１２年度の実現を目指すこととします。 

・ 完全統一により、県内の標準保険税率が統一されますが、地方単独

事業の減額調整分等や、財政安定化基金の貸付を受けたことに伴う償

 

○ 決算補填等以外の目的の法定外一般会計繰入金 

・ 国保財政の健全化及び被保険者の受益と負担の公平性の観点か

ら、全市町村で実施しないこととします。これは、県統一基準で算

定した保険税に加えて、国保事業の財源に法定外繰入金を活用する

ことは、法定外繰入れを実施していない市町村の被保険者と受ける

被保険者サービスの水準などに差が生じることとなるためです。 

・ 地方単独事業の減額調整分や市町村が独自に行う保健事業など

の財源を、一般会計からの法定外繰入金以外で賄うための取扱いに

ついて、保険給付費等交付金（特別交付金）や保険者努力支援制度

（市町村分）の在り方と併せて検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 完全統一（令和１２年度～） 

・ 完全統一は、これまでの市町村における収納率の推移や過年度収納

額の状況を踏まえ、令和１２年度の実現を目指すこととします。 

・ 完全統一により、県内の標準保険税率が統一されますが、地方単独

事業の減額調整分等や、財政安定化基金の貸付を受けたことに伴う償
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還分の財源を保険税で賄う場合などは、引き続き市町村ごとの保険税

率に差異が生じることとなります。 

・ 完全統一に当たっては、収納率格差について県全体で算定する（収

納率に応じて納付金を増減させる）取扱いとするほか、過年度の保険

税収納見込額について、県単位での算定とします。 

・ また、各市町村において適切な収納対策が行われるよう、完全統一

の際には、収納率などに応じたインセンティブを設けることとしま

す。 

 

５ 市町村における保険税の徴収の適正な実施 

（１） 保険税収納率の向上 

① 現状 

○ 令和６年度における本県の現年度分の保険税収納率は９４．３１％

で、前年度を０．１５ポイント上回っています。 

○ しかし、全国平均●．●％と比較すると依然として下回っている状

況であり、全国順位も●位となっています。 

○ また、令和６年度の滞納繰越分収納率は２６．６５％で、全国順位

は●位となっています。 

○ 現年度分と滞納繰越分合計の収納率は８５．１２％で、全国順位は

●位です。本県の特徴として、滞納繰越分の比率が他の都道府県と比

較して高くなっています。 

 

還分の財源を保険税で賄う場合などは、引き続き市町村ごとの保険税

率に差異が生じることとなります。 

・ 完全統一に当たっては、収納率格差について県全体で算定する（収

納率に応じて納付金を増減させる）取扱いとするほか、過年度の保険

税収納見込額について、県単位での算定とします。 

・ また、各市町村において適切な収納対策が行われるよう、完全統一

の際には、収納率などに応じたインセンティブを設けることとしま

す。 

 

５ 市町村における保険税の徴収の適正な実施 

（１） 保険税収納率の向上 

① 現状 

○ 令和３年度における本県の現年度分の保険税収納率は９３．７５％

で、前年度を０．９６ポイント上回っています。 

○ しかし、全国平均９４．２４％と比較すると依然として下回ってい

る状況であり、全国順位も４１位となっています。 

○ また、令和３年度の滞納繰越分収納率は２６．１７％で、全国順位

は１１位となっています。 

○ 現年度分と滞納繰越分合計の収納率は８１．３９％で、全国順位は

３６位です。本県の特徴として、滞納繰越分の比率が他の都道府県と

比較して高くなっています。 
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県平均収納率と全国平均収納率の比較（現年度分） 

 

県平均収納率と全国平均収納率の比較（滞納繰越分） 

 

 

県平均収納率と全国平均収納率の比較（現年度分＋滞納繰越分） 

 

 

 

 

 

 

 

県平均収納率と全国平均収納率の比較（現年度分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県平均収納率と全国平均収納率の比較（滞納繰越分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県平均収納率と全国平均収納率の比較（現年度分＋滞納繰越分） 
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○ 令和６年度における本県の滞納世帯割合は１２．７％で、前年度を

０．１ポイント上回り、隔年おきに増減する傾向にあります。 

○ 全国平均との比較では令和２年度に下回りましたが、令和３年度以

降から全国平均を上回る結果となっています。 

滞納世帯割合

 

 

○ 令和６年度保険税収納方法別割合（世帯別）では、自主納付●．●％、

口座振替●．●％、特別徴収等●．●％となっています。それぞれの

納期内収納率は●．●％、●．●％、●．●％で、特に口座振替と特

別徴収の収納率が高くなっています。 

○ このうち収納率の高い口座振替の割合（世帯別）は、全国平均の

●．●％を大きく下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 令和３年度における本県の滞納世帯割合は１２．５％で、前年度を

０．４ポイント下回り、年々減少傾向にあります。 

○ 全国平均との比較では令和２年度に下回りましたが、令和３年度に

再度全国平均を上回る結果となっています。 

滞納世帯割合 

 

 

○ 令和３年度保険税収納方法別割合（世帯別）では、自主納付４７．

２％、口座振替３１．８％、特別徴収等２１．０％となっています。

それぞれの納期内収納率は６３．６％、９７．１％、１００．０％で、

特に口座振替と特別徴収の収納率が高くなっています。 

○ このうち収納率の高い口座振替の割合（世帯別）は、全国平均の３

９．８％を大きく下回っています。 
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収納方法別割合（世帯別、令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「国民健康保険事業の実施状況報告」 

 

 

（略） 

 

 

② 課題 

○ 保険税収納対策においては、次の点から、現年度分に重点を置い

て取り組み、併せて滞納繰越分に対する滞納処分の強化を図る必要

があります。 

収納方法別割合（世帯別、令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「国民健康保険事業の実施状況報告」 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

② 課題 

○ 保険税収納対策においては、次の点から、現年度分に重点を置い

て取り組み、併せて滞納繰越分に対する滞納処分の強化を図る必要

があります。 

川越市 93.5 31.3 93.8 31.3 ▲ 0.3

熊谷市 94.9 32.1 95.6 32.8 ▲ 0.7

川口市 92.9 40.9 92.5 40.7 0.4

行田市 94.7 42.9 93.3 44.0 1.4

秩父市 96.2 38.3 96.2 39.2 0.0

所沢市 94.1 26.0 93.5 26.2 0.6

飯能市 95.7 41.3 95.7 41.0 0.0

加須市 94.6 44.2 94.5 44.5 0.1

本庄市 95.5 33.5 95.2 32.8 0.3

東松山市 94.9 28.4 94.7 22.4 0.2

春日部市 92.7 29.4 92.8 28.7 ▲ 0.1

狭山市 94.9 31.1 94.7 29.3 0.2

羽生市 93.7 38.5 94.4 39.3 ▲ 0.7

鴻巣市 97.3 40.2 97.4 38.8 ▲ 0.1

深谷市 95.2 34.8 95.0 34.9 0.2

上尾市 94.7 28.1 95.2 28.2 ▲ 0.5

草加市 91.8 21.3 91.7 21.8 0.1

越谷市 92.8 24.7 92.4 22.5 0.4

蕨市 92.9 24.6 92.8 23.6 0.1

戸田市 92.3 28.4 92.4 28.7 ▲ 0.1

入間市 94.8 28.1 95.4 27.8 ▲ 0.6

朝霞市 94.1 21.5 93.3 21.2 0.8

志木市 95.2 38.8 95.6 38.7 ▲ 0.4

和光市 93.9 28.8 92.7 29.4 1.2

新座市 96.0 34.1 95.3 33.6 0.7

桶川市 95.7 43.5 95.5 42.9 0.2

久喜市 93.2 30.7 93.1 31.0 0.1

北本市 95.3 31.7 95.4 31.5 ▲ 0.1

八潮市 93.0 24.8 91.7 24.9 1.3

富士見市 95.7 31.1 96.0 29.6 ▲ 0.3

ふじみ野市 96.4 38.7 95.6 37.2 0.8

三郷市 93.5 28.0 93.3 27.4 0.2

蓮田市 95.7 30.8 95.5 29.8 0.2

伊奈町 95.2 34.0 95.0 29.7 0.2

三芳町 96.4 31.8 96.6 32.2 ▲ 0.2

坂戸市 93.0 31.3 93.2 29.6 ▲ 0.2

毛呂山町 93.2 23.0 93.2 26.4 0.0

　　　　　　　市町村別保険税収納率（現年度分）　　　　（単位：％）

区分
口座振替率

令和６年度 令和５年度 口座振替率 収納率増減
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・ 現年度分の収納率が向上すると新規滞納の発生が抑制され、滞

納繰越額を圧縮することとなり、滞納繰越分の収納率向上にもつ

ながります。 

・ 滞納繰越分の比率が低下することで、現年度分に対して早い時

期から収納対策に取り組むことが可能となります。 

○ 各市町村の地理的条件等により徴収の困難さは異なりますが、保

険税水準の統一を実現するため、各市町村の課題に応じた収納対策

に取り組み、収納率の底上げを図る必要があります。 

 

③ 目標 

○ 令和１１年度までに全ての市町村で口座振替を原則化します。 

○ 令和１１年度規模別収納率目標（現年度分）＊１ 

   被保険者数３千人未満の保険者          

   被保険者数３千人以上１万人未満の保険者            

   被保険者数１万人以上５万人未満の保険者 ＊２ 

   被保険者数１万人以上５万人未満の保険者 ＊３   

   被保険者数５万人以上の保険者                

※ 目標収納率を達成した市町村は、達成後の収納率を上回ること

を翌年度の目標とします。 

 

＊１ 令和３年４月１日現在の被保険者数で区分する。目標値は、令

和３年度までの各区分の収納率実績と今後の伸び率見込みを勘

案し、設定している。  

 ＊２ 令和３年度実績で「被保険者数１万人以上５万人未満の保険

者」の平均収納率（９４．３６％）以上の場合  

 ＊３  令和３年度実績で「被保険者数１万人以上５万人未満の保険

者」の平均収納率（９４．３６％）未満の場合  

・ 現年度分の収納率が向上すると新規滞納の発生が抑制され、滞

納繰越額を圧縮することとなり、滞納繰越分の収納率向上にもつ

ながります。 

・ 滞納繰越分の比率が低下することで、現年度分に対して早い時

期から収納対策に取り組むことが可能となります。 

○ 各市町村の地理的条件等により徴収の困難さは異なりますが、保

険税水準の統一を実現するため、各市町村の課題に応じた収納対策

に取り組み、収納率の底上げを図る必要があります。 

 

③ 目標 

○ 令和８年度までに全ての市町村で口座振替を原則化します。 

○ 令和８年度規模別収納率目標（現年度分）＊１ 

   被保険者数３千人未満の保険者          

   被保険者数３千人以上１万人未満の保険者            

   被保険者数１万人以上５万人未満の保険者 ＊２ 

   被保険者数１万人以上５万人未満の保険者 ＊３   

   被保険者数５万人以上の保険者                

※ 目標収納率を達成した市町村は、達成後の収納率を上回ること

を翌年度の目標とします。 

 

＊１ 令和３年４月１日現在の被保険者数で区分する。目標値は、令

和３年度までの各区分の収納率実績と今後の伸び率見込みを勘

案し、設定している。  

 ＊２ 令和３年度実績で「被保険者数１万人以上５万人未満の保険

者」の平均収納率（９４．３６％）以上の場合  

 ＊３  令和３年度実績で「被保険者数１万人以上５万人未満の保険

者」の平均収納率（９４．３６％）未満の場合  

９７．６９％以上 

９６．６３％以上 

９６．１１％以上 

９３．８５％以上 

９３．７２％以上 

保険者規模の区分等について、今後更新予定 
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④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村の取組の基本的方向性 

  規模別収納率目標の達成に向けた段階的な目標を設定します。ま

た、収納不足の要因を分析し、徴収体制の充実を図るとともに具体

的な収納対策を実施します。 

  市町村の収納対策においては、次の４つの項目に重点的に取り組

みます。 

    ・ 納期内納付の促進 

取組：口座振替納付の促進（ペイジー口座振替＊１、ＷＥＢ口座

振替＊２等）、口座振替できない被保険者に向けた納付方

法の拡充（スマホ決済等）、納期内納付の広報 

効果：新規滞納の未然防止 

 

・ 現年度分の早期処理による確実な徴収 

取組：文書（多言語対応）・電話等による催告の強化、預金等の

債権を中心とした差押え 

効果：現年度分の収納率向上 

 

・ 滞納繰越分に対する滞納処分の強化 

取組：預金等の債権を含む徹底した財産調査（預貯金照会シス

テム＊３導入）と早期の滞納処分の実施 

効果：滞納繰越分の収納率向上及び収入未済額の圧縮 

 

・ 徴収できない事案の確実な停止処理 

取組：納税緩和措置（滞納処分の執行停止）の適正な実施 

効果：徴収できない滞納事案の管理事務量を催告や滞納処分へ

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村の取組の基本的方向性 

  規模別収納率目標の達成に向けた段階的な目標を設定します。ま

た、収納不足の要因を分析し、徴収体制の充実を図るとともに具体

的な収納対策を実施します。 

  市町村の収納対策においては、次の４つの項目に重点的に取り組

みます。 

    ・ 納期内納付の促進 

取組：口座振替納付の促進（ペイジー口座振替＊１、ＷＥＢ口

座振替＊２等）、口座振替できない被保険者に向けた納

付方法の拡充（スマホ決済等）、納期内納付の広報 

効果：新規滞納の未然防止 

 

・ 現年度分の早期処理による確実な徴収 

取組：文書（多言語対応）・電話等による催告の強化、預金等の

債権を中心とした差押え 

効果：現年度分の収納率向上 

 

・ 滞納繰越分に対する滞納処分の強化 

取組：預金等の債権を含む徹底した財産調査（預貯金照会シス

テム＊３導入）と早期の滞納処分の実施 

効果：滞納繰越分の収納率向上及び収入未済額の圧縮 

 

・ 徴収できない事案の確実な停止処理 

取組：納税緩和措置（滞納処分の執行停止）の適正な実施 

効果：徴収できない滞納事案の管理事務量を催告や滞納処分へ
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振り向けることによる、現年度分及び滞納繰越分の収納

率向上 

 

○ 市町村の取組に対する県の支援 

  県は、収納率向上のため、人材育成及び財政支援により市町村を

支援します。 

  ・ 国保税徴収相談員による指導助言・研修の実施 

  国保税徴収相談員による指導助言及び研修を実施し、市町村職

員の徴収スキルアップを図ります。 

  ・ 収納率向上に向けた取組に対する財政支援 

  保険給付費等交付金（特別交付金）等を活用して、収納率向上

に向けた取組に対する支援を行います。 

   ◆ 収納対策の実施に要する経費についての支援 

   （削除） 

 

 

 

 

＊１ ペイジー口座振替：今まで印鑑を用いて行っていた口座振替に関

わる申請を、金融機関・収納機関の提供するチャネルから電子的に

振り向けることによる、現年度分及び滞納繰越分の収納

率向上 

 

○ 市町村の取組に対する県の支援 

  県は、収納率向上のため、人材育成及び財政支援により市町村を

支援します。 

  ・ 国保税徴収相談員による指導助言・研修の実施 

  国保税徴収相談員による指導助言及び研修を実施し、市町村職

員の徴収スキルアップを図ります。 

  ・ 収納率向上に向けた取組に対する財政支援 

  保険給付費等交付金（特別交付金）等を活用して、収納率向上

に向けた取組に対する支援を行います。 

   ア 収納対策の実施に要する経費についての支援 

   イ 収納対策の実施について評価すべき点がある市町村につい

ての支援   

 

 

＊１ ペイジー口座振替：今まで印鑑を用いて行っていた口座振替に関

わる申請を、金融機関・収納機関の提供するチャネルから電子的に
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行えるようにするサービス 

＊２ ＷＥＢ口座振替：口座振替の手続きをＷＥＢ上で完結できるサー

ビス 

＊３ 預貯金照会システム：行政機関から金融機関への預貯金の照会業

務をオンライン化し、事務処理等にかかる業務負担を軽減するサー

ビス 

 

６ 市町村における保険給付の適正な実施 

保険給付は国保事業の根幹をなすものであり、法令に基づき必要とする

被保険者に適切に給付されることが重要です。 

そのためには、各保険者において以下に掲げる項目の取組を確実に実施

することが必要です。 

 

（１） レセプト点検の充実強化 

① 現状 

※内容点検効果率＝再審査で減額等になった金額／診療報酬保険者負

担総額 

 

（国から「国保事業の実施状況報告」の結果が公表された後に「レセプ

ト点検の内容点検効果率」表の R5・R6を更新予定） 

行えるようにするサービス 

＊２ ＷＥＢ口座振替：口座振替の手続きをＷＥＢ上で完結できるサー

ビス 

＊３ 預貯金照会システム：行政機関から金融機関への預貯金の照会業

務をオンライン化し、事務処理等にかかる業務負担を軽減するサー

ビス 

 

６ 市町村における保険給付の適正な実施 

保険給付は国保事業の根幹をなすものであり、法令に基づき必要とする

被保険者に適切に給付されることが重要です。 

そのためには、各保険者において以下に掲げる項目の取組を確実に実施

することが必要です。 

 

（１） レセプト点検の充実強化 

① 現状 

※内容点検効果率＝再審査で減額等になった金額／診療報酬保険者負

担総額 
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○ レセプト点検の内容点検（診療・請求内容についての確認）効果率

は、全国平均以下で推移しています。 

○ 全国平均と比較すると令和４年度は０．０５％、令和５年度は●．

●●％、令和６年度は●．●●％下回っている状況です。 

○ 県内市町村ごとの内容点検効果率を令和６年度実績で比較すると、

最も低い保険者は●．●●％、最も高い保険者は●．●●％となって

います。 

 

② 課題 

○ 県内市町村ごとの内容点検体制や内容点検効果率に差異がありま

す。  

 

③ 目標 

○ 適正な保険給付ができるよう、レセプト点検の充実強化を図りま

す。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 県は、市町村が行うレセプト点検の充実強化による点検水準の底上

げを図り、市町村が効率的に二次点検を行えるよう支援をしていきま

す。  

 （主な取組）・レセプト点検員の研修 

       ・医療給付専門指導員による現地助言 

       ・市町村に対する定期的・計画的な指導助言の実施 

 ○  市町村はレセプト点検を適正に実施していくため、国保連合会の

一次点検の内容も踏まえ、より効果的な点検体制の整備を目指すとと

もに、引き続き点検の充実強化に努めることとします。 

 （主な取組）・レセプト点検員の研修への参加、医療と介護の突合 

○ レセプト点検の内容点検（診療・請求内容についての確認）効果率

は、全国平均以下で推移しています。 

○ 全国平均と比較すると令和元年度は０．０７％、令和２年度は０．

０５％、令和３年度は０．０５％下回っている状況です。 

○ 県内市町村ごとの内容点検効果率を令和３年度実績で比較すると、

最も低い保険者は０．０１％、最も高い保険者は０．５４％となって

います。 

 

② 課題 

○ 県内市町村ごとの内容点検体制や内容点検効果率に差異がありま

す。  

 

③ 目標 

○ 適正な保険給付ができるよう、レセプト点検の充実強化を図りま

す。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 県は、市町村が行うレセプト点検の充実強化による点検水準の底上

げを図り、市町村が効率的に二次点検を行えるよう支援をしていきま

す。  

 （主な取組）・レセプト点検員の研修 

       ・医療給付専門指導員による現地助言 

       ・市町村に対する定期的・計画的な指導助言の実施 

 ○  市町村はレセプト点検を適正に実施していくため、国保連合会の

一次点検の内容も踏まえ、より効果的な点検体制の整備を目指すとと

もに、引き続き点検の充実強化に努めることとします。 

 （主な取組）・レセプト点検員の研修への参加、医療と介護の突合 
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       ・国保連合会作成リスト（点検項目）の活用 

       ・県作成の診療行為別再審査結果集計表の活用 

 ○ 国保連合会は、レセプトの再審査結果（原審理由）について市町村

への説明機会を設けることなどにより、市町村におけるレセプト点検

業務の適正化・効率化を支援します。 

 

（２） 療養費の支給の適正化 

① 現状 

○ 療養費はマイナ保険証や資格確認書を利用して受診することがで

きない等のやむを得ない理由が認められる場合で、一定の支給要件を

備えた場合に支給されるものです。 

○ その中で柔道整復療養費、あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう

療養費については例外的な取扱いとして、施術者が療養費を保険者に

請求する受領委任形式等により支給しています。 

○ 国の通知により柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組の一

環として、多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者等への

調査の実施に努めることとされています。 

○ 令和６年度に柔道整復療養費に関する患者調査を実施している市

町村は、県全体で●●.●％です。 

 

② 課題 

○ 療養費の保険給付の範囲について、被保険者への周知が十分ではあ

りません。 

○ 患者調査の基準や方法が統一されておらず、市町村間で患者調査の

内容にバラつきがあります。また、患者調査を実施していない市町村

もあります。 

○ 療養費の不正請求が疑われる場合は、施術所への聞き取りや患者ご

       ・国保連合会作成リスト（点検項目）の活用 

       ・県作成の診療行為別再審査結果集計表の活用 

 ○ 国保連合会は、レセプトの再審査結果（原審理由）について市町

村への説明機会を設けることなどにより、市町村におけるレセプト点

検業務の適正化・効率化を支援します。 

 

（２） 療養費の支給の適正化 

① 現状 

○ 療養費は被保険者証を利用して受診することができない等のやむ

を得ない理由が認められる場合で、一定の支給要件を備えた場合に支

給されるものです。 

○ その中で柔道整復療養費、あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう

療養費については例外的な取扱いとして、施術者が療養費を保険者に

請求する受領委任形式等により支給しています。 

○ 国の通知により柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組の一

環として、多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者等への

調査の実施に努めることとされています。 

○ 令和３年度に柔道整復療養費に関する患者調査を実施している市

町村は、県全体で５４.０％です。 

 

② 課題 

○ 療養費の保険給付の範囲について、被保険者への周知が十分ではあ

りません。 

○ 患者調査の基準や方法が統一されておらず、市町村間で患者調査の

内容にバラつきがあります。また、患者調査を実施していない市町村

もあります。 

○ 療養費の不正請求が疑われる場合は、施術所への聞き取りや患者ご
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との償還払いへの変更等を検討する必要があります。 

 

③ 目標 

○ 患者調査の実施率について全国平均（令和６年度●●.●％）を目

指します。 

○ 不正請求が疑われる施術所への適切な対処や関係保険者の情報共

有により、療養費支給の適正化を目指します。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村は療養費支給の適正化に努めることとし、県は適正化を進め

るための支援をしていきます。 

 （主な取組） 

 ・事務処理マニュアルの活用 

 ・市町村に対する定期的、計画的な指導助言の実施 

 ・研修の実施、事例の情報提供 

 ・市町村からの情報提供に基づく、国と県による指導・監査の実施 

 ・施術に係る保険給付の範囲について、被保険者への広報の実施 

 

（３） 海外療養費の支給の適正化 

① 現状 

○ 被保険者の海外渡航中の療養に対する海外療養費の市町村の支給

件数は、令和４年度は４６４件、令和５年度は７８４件、令和６年度

は●●●件です。（削除） 

 

 

○ 海外療養費については、被保険者が海外で受けた診療内容の明細書

等を翻訳して市町村に申請し、国保連合会で審査を行った後に市町村

との償還払いへの変更等を検討する必要があります。 

 

③ 目標 

○ 患者調査の実施率について全国平均（令和３年度６３.４％）を目

指します。 

○ 不正請求が疑われる施術所への適切な対処や関係保険者の情報共

有により、療養費支給の適正化を目指します。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村は療養費支給の適正化に努めることとし、県は適正化を進め

るための支援をしていきます。 

 （主な取組） 

 ・事務処理マニュアルの活用 

 ・市町村に対する定期的、計画的な指導助言の実施 

 ・研修の実施、事例の情報提供 

 ・市町村からの情報提供に基づく、国と県による指導・監査の実施 

 ・施術に係る保険給付の範囲について、被保険者への広報の実施 

 

（３） 海外療養費の支給の適正化 

① 現状 

○ 被保険者の海外渡航中の療養に対する海外療養費の市町村の支給

件数は、令和元年度は７２０件、令和２年度は２７６件、令和３年度

は３７１件です。新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴

い、海外との往来が再開することで再び増加するものと見込まれま

す。 

○ 海外療養費については、被保険者が海外で受けた診療内容の明細書

等を翻訳して市町村に申請し、国保連合会で審査を行った後に市町村
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が支給決定しています。 

 

② 課題 

○ 支給実績の少ない市町村では、申請受付から支給決定までの事務処

理を行うためのノウハウの蓄積が難しい状況です。 

 

③ 目標 

○ 全ての市町村において、海外療養費の支給の適正化を図ります。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村は海外療養費の支給の適正化に努めることとし、県は適正化

を進めるための支援をしていきます。 

 （主な取組） 

 ・事務処理マニュアルの充実及び事例集の作成 

 ・市町村に対する定期的、計画的な指導助言の実施 

 ・研修の実施 

 

（４） 第三者行為求償等の取組強化 

① 現状 

○ 被保険者が交通事故等で第三者の行為によって傷病等を受け、医療

機関等で治療を受ける場合、その医療費の支払については原因となっ

た第三者が負担する責任が生じます。 

○ 市町村は被保険者から第三者に対して有する損害賠償請求権を取

得し、第三者に対し保険給付費等を請求する第三者行為求償事務を実

施しています。 

○ 国の通知において、第三者行為による被害に係る求償事務の更なる

取組強化として、組織的な対応・職員等の知識向上、第三者行為の早

が支給決定しています。 

 

② 課題 

○ 支給実績の少ない市町村では、申請受付から支給決定までの事務処

理を行うためのノウハウの蓄積が難しい状況です。 

 

③ 目標 

○ 全ての市町村において、海外療養費の支給の適正化を図ります。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村は海外療養費の支給の適正化に努めることとし、県は適正化

を進めるための支援をしていきます。 

 （主な取組） 

 ・事務処理マニュアルの充実及び事例集の作成 

 ・市町村に対する定期的、計画的な指導助言の実施 

 ・研修の実施 

 

（４） 第三者行為求償等の取組強化 

① 現状 

○ 被保険者が交通事故等で第三者の行為によって傷病等を受け、医療

機関等で治療を受ける場合、その医療費の支払については原因となっ

た第三者が負担する責任が生じます。 

○ 市町村は被保険者から第三者に対して有する損害賠償請求権を取

得し、第三者に対し保険給付費等を請求する第三者行為求償事務を実

施しています。 

○ 国の通知において、第三者行為による被害に係る求償事務の更なる

取組強化として、組織的な対応・職員等の知識向上、第三者行為の早



58 
 

期把握、被保険者への周知・広報、第三者行為求償事務アドバイザー

の活用、地域の実情に応じた連携・協力関係の取組が求められていま

す。 

  あわせて、ＰＤＣＡサイクルを循環させ、継続的な取組強化を図っ

ていくことが求められています。 

 

 

 

（令和７年度の結果が公表された後に表を更新予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 課題 

○ 市町村は被保険者に対し保険給付を行った後、第三者により傷病を

受けた被保険者から被害届（傷病届）の提出を受けてはじめて、損害

保険会社等への求償が可能となりますが、被害の届出がされない事案

もあります。 

○ 市町村によって第三者行為求償事務への取組状況にばらつきがあ

ります。 

 

③ 目標 

○ 国保事業の健全な運営を確保するために、各市町村が第三者行為求

期把握、被保険者への周知・広報、第三者行為求償事務アドバイザー

の活用、地域の実情に応じた連携・協力関係の取組が求められていま

す。 

  あわせて、ＰＤＣＡサイクルを循環させ、継続的な取組強化を図っ

ていくことが求められています。 

 

 

② 課題 

○ 市町村は被保険者に対し保険給付を行った後、第三者により傷病を

受けた被保険者から被害届（傷病届）の提出を受けてはじめて、損害

保険会社等への求償が可能となりますが、被害の届出がされない事案

もあります。 

○ 市町村によって第三者行為求償事務への取組状況にばらつきがあ

ります。 

 

③ 目標 

○ 国保事業の健全な運営を確保するために、各市町村が第三者行為求



59 
 

償事務について組織として対応し、更なる取組強化を図ります。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村は、届出のない第三者求償案件の発見に資する取組を進めま

す。 

 （市町村の主な取組） 

   ・国保連合会等が主催する研修会への管理職を含む担当職員の参加 

  ・国民健康保険中央会作成の事務手引きや事例集等の活用 

  ・市町村のレセプト点検等や国保連合会作成のリスト（第三者行為

が疑われる者）の活用による第三者行為の早期発見 

  ・被害届の提出励行 

  ・被保険者への照会、調査等 

  ・国で設置した第三者行為求償アドバイザーの活用  

  ・関係機関との連携体制の構築 

  ・損害保険関係団体との「交通事故に係る第三者行為による傷病届

等の提出に関する覚書」に基づく報告制度の活用 

   

○ 県は、市町村において第三者行為の発見及び求償事務が確実に行わ

れるとともに、事務の軽減が図れるよう支援していきます。  

 （県の主な取組） 

  ・市町村に対する定期的・計画的な指導助言の実施 

    ・県内食中毒発生情報の提供 

○ 国保連合会は、県と協力して第三者行為の発見及び求償事務が確実

に行われるとともに、事務の軽減が図れるよう支援していきます。 

 （国保連合会の主な取組） 

  ・求償事務研修会の共同実施、事例の情報提供 

  ・第三者への直接請求を含めた第三者求償に係る事務の受託体制の

償事務について組織として対応し、更なる取組強化を図ります。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村は、届出のない第三者求償案件の発見に資する取組を進めま

す。 

 （市町村の主な取組） 

   ・国保連合会等が主催する研修会への管理職を含む担当職員の参加 

  ・国民健康保険中央会作成の事務手引きや事例集等の活用 

  ・市町村のレセプト点検等や国保連合会作成のリスト（第三者行為

が疑われる者）の活用による第三者行為の早期発見 

  ・被害届の提出励行 

  ・被保険者への照会、調査等 

  ・国で設置した第三者行為求償アドバイザーの活用  

  ・関係機関との連携体制の構築 

  ・損害保険関係団体との「交通事故に係る第三者行為による傷病届

等の提出に関する覚書」に基づく報告制度の活用 

   

○ 県は、市町村において第三者行為の発見及び求償事務が確実に行わ

れるとともに、事務の軽減が図れるよう支援していきます。  

 （県の主な取組） 

  ・市町村に対する定期的・計画的な指導助言の実施 

    ・県内食中毒発生情報の提供 

○ 国保連合会は、県と協力して第三者行為の発見及び求償事務が確実

に行われるとともに、事務の軽減が図れるよう支援していきます。 

 （国保連合会の主な取組） 

  ・求償事務研修会の共同実施、事例の情報提供 

  ・第三者への直接請求を含めた第三者求償に係る事務の受託体制の
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充実・強化 

○ 広域的な対応が必要な事案や専門性の高い事案などについて、求償

事務の効果的な取組について検討していきます。 

 

（５） 市町村が支給決定した保険給付の確認 

○ 県は財政運営の主体であることから、国民健康保険法の規定に基づ

き、市町村による保険給付の適正な実施を確保し、保険給付費等交付

金を適正に交付するため、広域的又は医療に関する専門的見地から、

市町村が行った保険給付の確認を行っています。 

○ 県は市町村で決定した保険給付が法律等に違反し、又は不当に行わ

れたおそれがあると認められたときは、当該市町村に再度の審査を求

めます。 

○ 保険医療機関等による診療報酬の大規模な不正請求が監査＊等に

より判明し、かつ、県内の複数の市町村にまたがるなど広域的に処理

することにより効率的・効果的に返還金の徴収等が行われることが期

待できる場合に、県が市町村からの委託を受けて返還金の請求手続等

を行います。 

  

＊ 監査： 診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当があった

ことを疑うに足る理由があるときに行われる。 

 

７ 医療費の適正化の取組 

○ 本県の一人当たり医療費は、医療の高度化等により、本計画の期間

中も増大していくことが見込まれています。 

○ 今後も制度を安定して運営していくためには、生活習慣病の予防な

ど県内全域の健康水準の向上に資する取組を進め、医療費の適正化を

図っていくことが必要です。 

充実・強化 

○ 広域的な対応が必要な事案や専門性の高い事案などについて、求償

事務の効果的な取組について検討していきます。 

 

（５） 市町村が支給決定した保険給付の確認 

○ 県は財政運営の主体であることから、国民健康保険法の規定に基づ

き、市町村による保険給付の適正な実施を確保し、保険給付費等交付

金を適正に交付するため、広域的又は医療に関する専門的見地から、

市町村が行った保険給付の確認を行っています。 

○ 県は市町村で決定した保険給付が法律等に違反し、又は不当に行わ

れたおそれがあると認められたときは、当該市町村に再度の審査を求

めます。 

○ 保険医療機関等による診療報酬の大規模な不正請求が監査＊等に

より判明し、かつ、県内の複数の市町村にまたがるなど広域的に処理

することにより効率的・効果的に返還金の徴収等が行われることが期

待できる場合に、県が市町村からの委託を受けて返還金の請求手続等

を行います。 

  

＊ 監査： 診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当があった

ことを疑うに足る理由があるときに行われる。 

 

７ 医療費の適正化の取組 

○ 本県の一人当たり医療費は、医療の高度化等により、本計画の期間

中も増大していくことが見込まれています。 

○ 今後も制度を安定して運営していくためには、生活習慣病の予防な

ど県内全域の健康水準の向上に資する取組を進め、医療費の適正化を

図っていくことが必要です。  
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○ 第４期埼玉県医療費適正化計画（令和６年度から令和１１年度ま

で）に定める取組との整合性を図ります。 

 

（１） データヘルスの推進 

① 現状 

○ 「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」（厚生

労働省告示）に基づき、各市町村は、健康・医療情報を活用してＰＤ

ＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るた

めの実施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健事業の実施

及び評価を行うこととされています。 

○ 平成２９年度末までに、全ての市町村がデータヘルス計画を策定

し、計画に基づき保健事業を展開しています。 

 

② 課題 

○ 特定健康診査、診療報酬明細書等の情報を活用し、被保険者の生活

習慣の状況、健康状態、医療機関への受診状況、医療費の状況等を関

係部署との連携を図りながら把握・分析していくことが必要です。 

○ また、これらの分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、

中長期的に取り組むべき健康課題等を明確にして、目標値の設定を含

めた事業内容を取りまとめ、評価をしていくことが必要です。  

 

③ 目標 

○ 全ての市町村が引き続きデータヘルス計画に基づく保健事業を実

施し、健康寿命の延伸を図るとともに、医療費の適正化を目指します。  

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 各市町村は、保健事業に取り組む際には、データヘルス計画に基づ

○ 第４期埼玉県医療費適正化計画（令和６年度から令和１１年度ま

で）に定める取組との整合性を図ります。 

 

（１） データヘルスの推進 

① 現状 

○ 「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」（厚生

労働省告示）に基づき、各市町村は、健康・医療情報を活用してＰＤ

ＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るた

めの実施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健事業の実施

及び評価を行うこととされています。 

○ 平成２９年度末までに、全ての市町村がデータヘルス計画を策定

し、計画に基づき保健事業を展開しています。 

 

② 課題 

○ 特定健康診査、診療報酬明細書等の情報を活用し、被保険者の生活

習慣の状況、健康状態、医療機関への受診状況、医療費の状況等を関

係部署との連携を図りながら把握・分析していくことが必要です。 

○ また、これらの分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、

中長期的に取り組むべき健康課題等を明確にして、目標値の設定を含

めた事業内容を取りまとめ、評価をしていくことが必要です。  

 

③ 目標 

○ 全ての市町村が引き続きデータヘルス計画に基づく保健事業を実

施し、健康寿命の延伸を図るとともに、医療費の適正化を目指します。  

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 各市町村は、保健事業に取り組む際には、データヘルス計画に基づ
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くＰＤＣＡサイクルにより、効果的・効率的に事業を実施します。 

○ また、異動前の保険者から異動後の保険者へのデータ引継ぎなど、

保険者間（国民健康保険と被用者保険又は後期高齢者医療）の連携や

関係部署（衛生部門・介護部門）との連携を図り、効果的・効率的な

事業実施に努めます。 

○ 県は、国保連合会と連携して、保健事業支援・評価委員会（国保連

合会が設置）において、市町村が計画に基づき実施する事業に関して

助言等を行います。 

 

（２） 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上 

① 現状 

○ 特定健康診査受診率は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

令和２年度は減少しました。令和６年度における受診率は、令和２年

以前の水準に戻り、全国平均を●.●ポイント上回っています。 

 

○ 特定保健指導実施率は、近年横ばいで推移しています。令和６年度

における実施率は全国平均を●．●ポイント下回っています。 

 

 

（令和８年４月以降に更新予定） 

 

 

 

 

 

 

 

くＰＤＣＡサイクルにより、効果的・効率的に事業を実施します。 

○ また、異動前の保険者から異動後の保険者へのデータ引継ぎなど、

保険者間（国民健康保険と被用者保険又は後期高齢者医療）の連携や

関係部署（衛生部門・介護部門）との連携を図り、効果的・効率的な

事業実施に努めます。 

○ 県は、国保連合会と連携して、保健事業支援・評価委員会（国保連

合会が設置）において、市町村が計画に基づき実施する事業に関して

助言等を行います。 

 

（２） 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上 

① 現状 

○ 特定健康診査受診率は、毎年１ポイント弱上昇していましたが、新

型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度は減少しました。

令和３年度における受診率は、全国平均を１．８ポイント上回ってい

ます。 

○ 特定保健指導実施率は、近年横ばいで推移しています。令和３年度

における実施率は全国平均を８．５ポイント下回っています。 
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② 課題 

○ 特定健康診査受診率は、上昇傾向にありますが、厚生労働省が示す

令和１１年度における目標受診率６０％からかい離している状況で

す。 

○ 特定保健指導実施率は、全国平均を下回っており、厚生労働省が示

す令和１１年度における目標実施率６０％から大きくかい離してい

る状況です。 

 

③ 目標 

○ 令和１１年度 特定健康診査受診率６０％以上 

○ 令和１１年度 特定保健指導実施率６０％以上 

 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村は、自団体の受診状況を性・年代別、受診歴別に分析し、重

点的に働き掛ける対象を明確化した上で、効果的・効率的な取組に努

めます。 

受診勧奨・利用勧奨の強化 

（主な取組） 

・ 電話やハガキ、訪問等による未受診者、未利用者個人への勧奨 

・ 受診歴のある方への勧奨による、継続受診者の拡大 

・ 対象者の属性に応じて内容を変える等、受診勧奨資材の工夫 

・ 無関心層や健診受診率の低い４０～５０歳代の受診に向けた取組

② 課題 

○ 特定健康診査受診率は、上昇傾向にありますが、厚生労働省が示す

令和１１年度における目標受診率６０％からかい離している状況で

す。 

○ 特定保健指導実施率は、全国平均を下回っており、厚生労働省が示

す令和１１年度における目標実施率６０％から大きくかい離してい

る状況です。 

 

③ 目標 

○ 令和１１年度 特定健康診査受診率６０％以上 

○ 令和１１年度 特定保健指導実施率６０％以上 

 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村は、自団体の受診状況を性・年代別、受診歴別に分析し、重

点的に働き掛ける対象を明確化した上で、効果的・効率的な取組に努

めます。 

受診勧奨・利用勧奨の強化 

（主な取組） 

・ 電話やハガキ、訪問等による未受診者、未利用者個人への勧奨 

・ 受診歴のある方への勧奨による、継続受診者の拡大 

・ 対象者の属性に応じて内容を変える等、受診勧奨資材の工夫 

・ 無関心層や健診受診率の低い４０～５０歳代の受診に向けた取組
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強化 

受診環境の整備 

（主な取組） 

・ がん検診との同時実施 

・ 休日・夜間の実施など受診や指導の機会の確保 

・ 医療ＤＸを活用したオンラインによる特定保健指導の実施 

周知広報の強化 

（主な取組） 

・ 紙媒体や電子媒体など、様々な媒体を利用した周知広報 

関係機関等との連携 

（主な取組） 

・ かかりつけ医からの受診勧奨 

・ 町内会や関係団体（自治会・消防団・農協・商工会・社会福祉協議

会等）への受診の協力依頼 

・ 保険者間（被用者保険・後期高齢者医療）の連携 

その他 

（主な取組） 

・ 診療情報提供事業などのみなし健診＊の推進 

・ ヘルスケアポイント事業によるインセンティブの実施 

・ 特定健診結果の説明時において初回面接の実施を促進 

＊ 被保険者が特定健診に相当する検査（かかりつけ医や職場の健康診

断等）を受診し、その結果の提出を受けたときに、保険者が特定健診

を実施したとみなすもの 

 

（３） ジェネリック医薬品の使用促進 

① 現状 

○ ジェネリック医薬品の使用は、患者負担の軽減や医療保険財政の健

強化 

受診環境の整備 

（主な取組） 

・ がん検診との同時実施 

・ 休日・夜間の実施など受診や指導の機会の確保 

・ 医療ＤＸを活用したオンラインによる特定保健指導の実施 

周知広報の強化 

（主な取組） 

・ 紙媒体や電子媒体など、様々な媒体を利用した周知広報 

関係機関等との連携 

（主な取組） 

・ かかりつけ医からの受診勧奨 

・ 町内会や関係団体（自治会・消防団・農協・商工会・社会福祉協議

会等）への受診の協力依頼 

・ 保険者間（被用者保険・後期高齢者医療）の連携 

その他 

（主な取組） 

・ 診療情報提供事業などのみなし健診＊の推進 

・ ヘルスケアポイント事業によるインセンティブの実施 

・ 特定健診結果の説明時において初回面接の実施を促進 

＊ 被保険者が特定健診に相当する検査（かかりつけ医や職場の健康診

断等）を受診し、その結果の提出を受けたときに、保険者が特定健診

を実施したとみなすもの 

 

（３） ジェネリック医薬品の使用促進 

① 現状 

○ ジェネリック医薬品の使用は、患者負担の軽減や医療保険財政の健
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全化に有効であることから使用促進に向けた取組が行われています。 

○ 令和７年度（２月審査分）の埼玉県市町村国保平均のジェネリック

医薬品の 

 数量シェアは、国が定めた目標である８０％を達成しており、●●．

●％ 

 （医科●●．●％、調剤●●．●％）となっています。 

○ 数量シェアは、全世代●●．●％に対し、子ども世代の平均は●●．

●％と低い傾向にあります。（令和７年度（２月審査分）レセプトデ

ータから） 

 

※ 出典 埼玉県：「国保総合システム」から出力  

     全 国：厚生労働省「調剤医療費の動向」 

 

② 課題 

○ 全ての市町村において８０％を超えているものの、患者負担の軽減や

医療保険財政の健全化のため、引き続き取り組む必要があります。 

 

③ 目標 

○ 令和１１年度 ジェネリック医薬品数量シェア 全市町村８０％

以上 

 

④ 目標達成に向けた取組 

全化に有効であることから使用促進に向けた取組が行われています。 

○ 令和４年度（２月審査分）の埼玉県市町村国保平均のジェネリック

医薬品の 

 数量シェアは、国が定めた目標である８０％を達成しており、８２．

０％ 

 （医科６９．４％、調剤８４．３％）となっています。 

○ 数量シェアは、全世代７８．７％に対し、子ども世代の平均は６３．

６％と低い傾向にあります。（令和４年度（２月審査分）レセプトデ

ータから） 

 

※ 出典 埼玉県：「国保総合システム」から出力  

     全 国：厚生労働省「調剤医療費の動向」 

 

② 課題 

○ 県の国保平均では８０％を超えているものの、８０％に至っていな

い市町村もあります。 

 

③ 目標 

○ 令和１１年度 ジェネリック医薬品数量シェア 全市町村８０％

以上 

 

④ 目標達成に向けた取組 
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○ 市町村は、ジェネリック医薬品の使用促進に取り組みます。 

（主な取組） 

 ジェネリック医薬品の使用状況について、年齢別等に分析した上で、 

 ・ ジェネリック医薬品希望カード、希望シールの配布を引き続き実

施 

 ・ 利用差額通知を引き続き実施 

 ・ 利用者への周知広報、医療機関などの関係機関への働き掛け 

 

（４） 生活習慣病の重症化予防の推進  

① 現状 

ア 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施 

○ 本県の糖尿病患者は約３８万人（厚生労働省、令和４年国民生活基

礎調査）と推計されます。 

○ 県では、平成２６年度から、糖尿病性腎症重症化予防プログラム＊

１に基づき、市町村と国保連合会による共同事業方式で、糖尿病性腎

症重症化予防対策事業＊２を実施しています。令和６年度は５２市町が

事業を実施しています。 

○ 県は、共同事業方式によらず、独自で重症化予防対策を実施する１

１市町村についても支援し、全県での展開を推進し、健康寿命の延伸、

医療費の適正化を目指します。 

イ その他生活習慣病重症化予防の推進 

○ 本県の令和６年の死亡数を死因順位別にみると、心疾患は第２位

（死亡総数の１３．９％）、脳血管疾患は第５位（５．９％）であり、

合わせると年間１万７千人を超える県民（１９．８％）が循環器病を

死因として亡くなっています。 

○ 県では、令和６年度から「埼玉県脳卒中・心臓病その他の循環器病

対策推進計画（第２次）」により、循環器病に係る本県の実状を踏ま

○ 市町村は、ジェネリック医薬品の使用促進に取り組みます。 

（主な取組） 

 ジェネリック医薬品の使用状況について、年齢別等に分析した上で、 

 ・ ジェネリック医薬品希望カード、希望シールの配布を引き続き実

施 

 ・ 利用差額通知を引き続き実施 

 ・ 利用者への周知広報、医療機関などの関係機関への働き掛け 

 

（４） 生活習慣病の重症化予防の推進  

① 現状 

ア 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施 

○ 本県の糖尿病患者は約３８万人（厚生労働省、令和４年国民生活基

礎調査）と推計されます。 

○ 県では、平成２６年度から、糖尿病性腎症重症化予防プログラム＊

１に基づき、市町村と国保連合会による共同事業方式で、糖尿病性腎

症重症化予防対策事業＊２を実施しています。令和４年度は５２市町

が事業を実施しています。 

○ 県は、共同事業方式によらず、独自で重症化予防対策を実施する１

１市町村についても支援し、全県での展開を推進し、健康寿命の延伸、

医療費の適正化を目指します。 

イ その他生活習慣病重症化予防の推進 

○ 本県の令和３年の死亡数を死因順位別にみると、心疾患は第２位

（死亡総数の１５．３％）、脳血管疾患は第４位（６．９％）であり、

合わせると年間１万６千人を超える県民（２２．２％）が循環器病を

死因として亡くなっています。 

○ 県では、令和４年度から「埼玉県脳卒中・心臓病その他の循環器病

対策推進計画」により、循環器病に係る本県の実状を踏まえ、循環器
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え、循環器病対策の一層の推進を図っています。 

 

＊１ 糖尿病性腎症重症化予防プログラム：日本医師会、日本糖尿病対

策推進会議、厚生労働省の三者により令和６年３月２８日に改定

されたプログラム（以下「プログラム」という）。  

   プログラムでは、以下の条件のいずれも満たす必要があるとされ

ている。 

① 対象者の抽出基準が明確であり、対象者の状態像に応じた取り

組みであること 

  ② かかりつけ医と連携した取組であること 

  ③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 

  ④ 事業の評価を実施すること 

  ⑤ 取組の実施に当たり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病

対策推進会議等との連携（各都道府県による対応策の議論や取

組内容の共有など）を図ること 

＊２ 令和元年度までは、「生活習慣病重症化予防対策事業」の名称で

実施 

 

② 課題 

ア 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施 

 ○ 健康寿命の延伸と医療費の適正化のため、事業の分析、評価を行

うことにより実効性を確保するなど、全ての市町村で取組を着実に

実施する必要があります。 

イ その他生活習慣病重症化予防の推進 

 ○ 市町村国保の医療費を疾病別にみると、悪性新生物と並んで、循

環器系の疾患の割合が高くなっています。また、要介護（要支援）

認定を受けた者の有病状況をみると、心臓病（高血圧症を含む）が

病対策の一層の推進を図っています。 

 

＊１ 糖尿病性腎症重症化予防プログラム：日本医師会、日本糖尿病対

策推進会議、厚生労働省の三者により平成３１年４月２５日に改

定されたプログラム（以下「プログラム」という）。  

   プログラムでは、以下の条件のいずれも満たす必要があるとされ

ている。 

  ① 対象者の抽出基準が明確であること 

 

  ② かかりつけ医と連携した取組であること 

  ③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 

  ④ 事業の評価を実施すること 

  ⑤ 取組の実施に当たり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病

対策推進会議等との連携（各都道府県による対応策の議論や取

組内容の共有など）を図ること 

＊２ 令和元年度までは、「生活習慣病重症化予防対策事業」の名称で

実施 

 

② 課題 

ア 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施 

 ○ 健康寿命の延伸と医療費の適正化のため、事業の分析、評価を行

うことに より実効性を確保するなど、全ての市町村で取組を着実

に実施する必要があります。 

イ その他生活習慣病重症化予防の推進 

 ○ 市町村国保の医療費を疾病別にみると、悪性新生物と並んで、循

環器系の疾患の割合が高くなっています。また、要介護（要支援）

認定を受けた者の有病状況をみると、心臓病（高血圧症を含む）が
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最も多くなっています。これらの疾病の重症化の予防についても、

糖尿病性腎症と同様、取組を推進していく必要があります。 

 

③ 目標 

ア 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施 

 ○ 健康寿命の延伸と医療費の適正化のため、全ての市町村が、プロ

グラムの条件を充足した事業の継続と、その効果を分析した上で実

効性のある取組を実施します。 

イ その他生活習慣病重症化予防の推進 

 ○ 特定健康診査・特定保健指導など、糖尿病性腎症に限らず循環器

病を始めとする生活習慣病の発症予防及び早期発見に取り組むと

ともに、健康の保持の推進を含めた効果的な取組を実施します。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 県及び市町村は、糖尿病性腎症や高血圧症、脂質異常症などの生活

習慣病の重症化予防の推進により、健康寿命の延伸と医療費適正化を

目指します。 

（主な取組） 

 ・ 国保連合会との共同事業方式による事業実施 

 ・ 独自事業実施市町村は、プログラムの条件を充足した内容で事業

実施 

 ・ 健康増進部門と連携した取組（例：受診勧奨や健康教室の実施） 

 ・ 効果を上げている市町村の取組の情報共有 

 ・ 保険者間（被用者保険・後期高齢者医療）の連携 

 ・ 事業効果の分析   

 

（５） 健康づくり事業の推進 

最も多くなっています。これらの疾病の重症化の予防についても、

糖尿病性腎症と同様、取組を推進していく必要があります。 

 

③ 目標 

ア 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施 

 ○ 健康寿命の延伸と医療費の適正化のため、全ての市町村が、プロ

グラムの条件を充足した事業の継続と、その効果を分析した上で実

効性のある取組を実施します。 

イ その他生活習慣病重症化予防の推進 

 ○ 特定健康診査・特定保健指導など、糖尿病性腎症に限らず循環器

病を始めとする生活習慣病の発症予防及び早期発見に取り組むと

ともに、健康の保持の推進を含めた効果的な取組を実施します。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 県及び市町村は、糖尿病性腎症や高血圧症、脂質異常症などの生活

習慣病の重症化予防の推進により、健康寿命の延伸と医療費適正化を

目指します。 

（主な取組） 

 ・ 国保連合会との共同事業方式による事業実施 

 ・ 独自事業実施市町村は、プログラムの条件を充足した内容で事業

実施 

 ・ 健康増進部門と連携した取組（例：受診勧奨や健康教室の実施） 

 ・ 効果を上げている市町村の取組の情報共有 

 ・ 保険者間（被用者保険・後期高齢者医療）の連携 

 ・ 事業効果の分析   

 

（５） 健康づくり事業の推進 
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① 現状 

○ 県民の「健康寿命延伸」と「健康格差の縮小」を図るため、埼玉県

地域保健医療計画（第８次）に基づき、生活習慣の改善や生活習慣病

の発症予防・重症化予防など、県民の健康増進の取組を推進していま

す。 

 

 （削除） 

 

 

 

 

○ 県及び市町村は、被保険者の健康づくりに有効な事業に取り組んで

います。 

 

➁ 課題 

○ 健康寿命の延伸と医療費の適正化のため、更なる健康増進に係る取

組の推進が求められます。 

 

③ 目標 

○ 健康増進に係る取組を推進し、誰もが、毎日健康で、医療費が少な

く、生き生きと暮らすことができる「健康長寿社会」の実現を目指し

ます。 

 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 県及び市町村は、健康づくり事業により、健康寿命の延伸と医療費

の適正化を目指します。 

① 現状 

○ 県では、誰もが、健康で、生き生きと暮らすことができる「健康長

寿社会」の実現を目指し、平成２４年度から「健康長寿埼玉プロジェ

クト」を実施しています。 

 

○ 県内７市で実施したモデル事業のうち、身体状況の改善と医療費抑

制効果が認められた「毎日一万歩運動」「筋力アップトレーニング」

などを推奨プログラムとして「健康長寿埼玉モデル」を構築しました。  

○ 平成２９年度から、ウオーキングなどの健康づくりに取り組むこと

により、健康ポイントを貯め、抽選で賞品が当たるヘルスケアポイン

ト事業を推進しています。 

○ プロジェクトに参加していない市町村についても、被保険者の健康

づくりに有効な事業に取り組んでいます。 

 

② 課題 

○ 健康寿命の延伸と医療費の適正化のため、更なるプロジェクトの推

進が求められます。 

 

③ 目標 

○ 健康長寿サポーターの養成者数の更なる増加を始めとした健康長

寿埼玉プロジェクトの推進を図り、誰もが、毎日が健康で、医療費が

少なく、生き生きと暮らすことができる「健康長寿社会」の実現を目

指します。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 県及び市町村は、健康長寿埼玉プロジェクトを始めとする健康づく

り事業により、健康寿命の延伸と医療費の適正化を目指します。 
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（主な取組） 

・ ヘルスケアポイント事業によるインセンティブの実施 

・ 「みんなで健康マイスター」の普及や健康経営に取り組む事業所の

増加 

・ 市町村が実施する健康づくり事業の支援 

 

（６） 適正受診・適正服薬の推進 

① 現状 

○ 令和７年４月１日現在、重複受診者、頻回受診者、重複服薬者、多

剤服薬者を対象とした適正受診・適正服薬を促す取組を行っているの

は、●●市町村（それぞれ●●市町村、●市町村、●●市町村、●●

市町村）です。 

 

② 課題 

○ 重複・頻回受診、重複・多剤服薬について、適正受診や適正服薬を

促すことは、医療費適正化及び薬物有害事象の防止に資することか

ら、取組が求められます。 

 

③ 目標 

○ 全ての市町村が対象者への通知や訪問など被保険者への指導を実

施し、医療費の適正化を図ります。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

（主な取組） 

・ 市町村は、重複・頻回受診者、重複・多剤服薬者への適正受診・適

正服薬を促すため、医師会、薬剤師会と連携し、対象者への通知や訪

問などの指導に取り組みます。 

 （主な取組） 

 ・ ヘルスケアポイント事業によるインセンティブの実施 

 ・ 健康長寿サポーターの育成や健康経営に取り組む事業所の増加 

 

 ・ 市町村が実施する健康づくり事業の支援 

 

（６） 適正受診・適正服薬の推進 

① 現状 

○ 令和４年４月１日現在、重複受診者、頻回受診者、重複服薬者、多

剤服薬者を対象とした適正受診・適正服薬を促す取組を行っているの

は、４７市町村（それぞれ１５市町村、８市町村、４６市町村、３０

市町村）です。 

 

② 課題 

○ 重複・頻回受診、重複・多剤服薬について、適正受診や適正服薬を

促すことは、医療費適正化及び薬物有害事象の防止に資することか

ら、取組が求められます。 

 

③ 目標 

○ 全ての市町村が対象者への通知や訪問など被保険者への指導を実

施し、医療費の適正化を図ります。 

 

④ 目標達成に向けた取組 

（主な取組） 

・ 市町村は、重複・頻回受診者、重複・多剤服薬者への適正受診・適

正服薬を促すため、医師会、薬剤師会と連携し、対象者への通知や訪

問などの指導に取り組みます。 
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※ 重複受診：一定期間連続して同一月に同一疾病の受診医療機関が複

数ある場合等 

※ 頻回受診：一定期間連続して同一月に同一医療機関での受診が一定

以上ある場合等 

※ 重複服薬：一定期間連続して同一月に同一薬剤等を複数の医療機関

から処方され服薬している等 

※ 多剤服薬：一定期間連続して同一月に複数の医療機関から多剤の薬

剤を処方され服薬している等 

 

（７） 市町村に対する県の支援 

○ 県は、健康寿命の延伸や医療費適正化に係る市町村の取組を推進す

るため、人材育成、財政支援等に取り組みます。 

① 人材育成 

 ・ 市町村に対する定期的・計画的な指導助言により、適切な情報提

供、助言等を実施 

 ・ 他都道府県の好事例や県内市町村の事業実施状況について把握

し、会議や研修会等を通じて情報提供 

② 財政支援 

 ・ 特別交付金（県繰入金）を活用し、市町村の取組に対して財政支

援 

③ データ分析・活用支援 

 ・ ＫＤＢ（国保データベース）＊等から得た県内の医療費や健診デ

ータ等の情報を市町村へ提供 

 ・ 国保連合会と連携したＫＤＢ活用に関する取組支援 

④ 関係機関との連絡調整 

 ・ 糖尿病性腎症重症化予防対策等の取組の実施 

 

※ 重複受診：一定期間連続して同一月に同一疾病の受診医療機関が複

数ある場合等 

※ 頻回受診：一定期間連続して同一月に同一医療機関での受診が一定

以上ある場合等 

※ 重複服薬：一定期間連続して同一月に同一薬剤等を複数の医療機関

から処方され服薬している等 

※ 多剤服薬：一定期間連続して同一月に複数の医療機関から多剤の薬

剤を処方され服薬している等 

 

（７） 市町村に対する県の支援 

○ 県は、健康寿命の延伸や医療費適正化に係る市町村の取組を推進す

るため、人材育成、財政支援等に取り組みます。 

① 人材育成 

 ・ 市町村に対する定期的・計画的な指導助言により、適切な情報提

供、助言等を実施 

 ・ 他都道府県の好事例や県内市町村の事業実施状況について把握

し、会議や研修会等を通じて情報提供 

② 財政支援 

 ・ 特別交付金（県繰入金）を活用し、市町村の取組に対して財政支

援 

③ データ分析・活用支援 

 ・ ＫＤＢ（国保データベース）＊等から得た県内の医療費や健診デ

ータ等の情報を市町村へ提供 

 ・ 国保連合会と連携したＫＤＢ活用に関する取組支援 

④ 関係機関との連絡調整 

 ・ 糖尿病性腎症重症化予防対策等の取組の実施 
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 ・ 特定健康診査受診率向上やジェネリック医薬品の使用促進等に係

る関係機関への働き掛け 

 ・ 保険者協議会等と連携した広域的広報の取組 

 ・ 県医師会、県薬剤師会と連携した重複・多剤服薬指導に関する取

組 

 

＊ ＫＤＢ（国保データベース）： 国保連合会が保険者の委託を受け

て行う各種業務を通じて管理する「特定健診・特定保健指導」「医療

（後期高齢者医療含む）」「介護保険」等の情報を活用し、統計情報や

「個人の健康に関する情報」を提供し、保険者の効率的かつ効果的な

保健事業の実施をサポートすることを目的として構築されたデータ

ベース。 

 

８ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営 

（１） 事務の標準化の推進 

① 現状 

○ 市町村が担う事務については、これまで市町村が法令の範囲内でそ

れぞれ運用を行ってきたこと、また異なるシステムを使用しているこ

とから、事務処理の手順や申請書及び通知書などの様式に違いがあり

ます。 

○ 被保険者数が小規模と大規模の市町村では、それぞれの事務の処理

件数や処理体制の差異による事務量の違いがあります。 

 

② 課題 

○ 市町村の事務処理は、法令や厚生労働省の通知等に則り行われてい

ますが、事務の標準化に向けては実施方法や判断基準にばらつきがあ

るものを合わせていく必要があります。 

 ・ 特定健康診査受診率向上やジェネリック医薬品の使用促進等に係

る関係機関への働き掛け 

 ・ 保険者協議会等と連携した広域的広報の取組 

 ・ 県医師会、県薬剤師会と連携した重複・多剤服薬指導に関する取

組 

 

＊ ＫＤＢ（国保データベース）： 国保連合会が保険者の委託を受け

て行う各種業務を通じて管理する「特定健診・特定保健指導」「医療

（後期高齢者医療含む）」「介護保険」等の情報を活用し、統計情報や

「個人の健康に関する情報」を提供し、保険者の効率的かつ効果的な

保健事業の実施をサポートすることを目的として構築されたデータ

ベース。 

 

８ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営 

（１） 事務の標準化の推進 

① 現状 

○ 市町村が担う事務については、これまで市町村が法令の範囲内でそ

れぞれ運用を行ってきたこと、また異なるシステムを使用しているこ

とから、事務処理の手順や申請書及び通知書などの様式に違いがあり

ます。 

○ 被保険者数が小規模と大規模の市町村では、それぞれの事務の処理

件数や処理体制の差異による事務量の違いがあります。 

 

② 課題 

○ 市町村の事務処理は、法令や厚生労働省の通知等に則り行われてい

ますが、事務の標準化に向けては実施方法や判断基準にばらつきがあ

るものを合わせていく必要があります。 
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○ 各種申請書や通知書などの統一を進める場合、規則改正やシステム

改修、予算措置などが必要になります。 

○ 事務の標準化を進める上で、関連他部署との調整が必要になる場合

があります。 

 

③ 目標 

○ 市町村事務の更なる効率化やサービスの向上に向け、事務処理手続

きや判断基準の標準化を検討していきます。 

 ・ 高額介護合算療養費支給申請手続簡素化の導入にあたり高額療養

費支給申請手続の簡素化の見直しを行った上で、令和１１年度まで

に県内の統一的な運用を目指します。 

  

（削除） 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 県は市町村と協議し、事務の標準化に向けて下記の取組を進めま

す。 

 ・ 事務処理マニュアルの活用・見直し 

   事務処理マニュアルを活用し事務の効率化を進めます。またマニ

ュアルは年１回見直しを行い必要に応じて変更します。 

 ・ 県内統一基準の検討 

   市町村が実施している事務のうち、高額療養費申請手続等、運用

に差異があるもので基準を合わせる必要があるものについて、市町

村と協議の上、県内統一基準の検討を進めます。 

 ・ 市町村事務処理標準システムや標準準拠システムの導入の推進 

   国保事務の標準化、効率化を図るために国が主体となって開発さ

れた「市町村事務処理標準システム」の導入により、事務処理が標

○ 各種申請書や通知書などの統一を進める場合、規則改正やシステム

改修、予算措置などが必要になります。 

○ 事務の標準化を進める上で、関連他部署との調整が必要になる場合

があります。 

 

③ 目標 

○ 市町村事務の更なる効率化やサービスの向上に向け、事務処理手続

きや判断基準の標準化を検討していきます。 

 ・ 高額療養費簡素化の手続の事務の取扱いについて、令和９年度ま

でに県内の統一的な運用を目指します。 

 ・ 一部負担金及び保険税の減免について、令和９年度までに統一基

準による運用を目指します。 

 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 県は市町村と協議し、事務の標準化に向けて下記の取組を進めま

す。 

 ・ 事務処理マニュアルの活用・見直し 

   事務処理マニュアルを活用し事務の効率化を進めます。またマニ

ュアルは年１回見直しを行い必要に応じて変更します。 

 ・ 県内統一基準の検討 

   市町村が実施している事務のうち、高額療養費申請手続等、運用

に差異があるもので基準を合わせる必要があるものについて、市町

村と協議の上、県内統一基準の検討を進めます。 

 ・ 市町村事務処理標準システムや標準準拠システムの導入の推進 

   国保事務の標準化、効率化を図るために国が主体となって開発さ

れた「市町村事務処理標準システム」の導入により、事務処理が標
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準化されるほか、制度改正のたびに市町村が個別に行うシステム改

修の費用削減が期待されます。 

   県は、標準準拠システムの導入を促進し、先進導入自治体におけ

る運用や国のシステム改善状況などの情報収集・提供等に努め、導

入を希望する市町村を支援します。 

 （削除） 

 

 

 

（２） 事務の共同化の検討 

① 現状 

○ 現在、国保事務の共同事業は国保連合会が実施しています。 

○ 国保連合会及び県では、各市町村に共通する事務を一括して電算処

理することにより、市町村の事務処理の効率化や経費節減を図ってい

ます。 

○ 国保連合会で実施している主な共同事業は別表のとおりです。 

 

② 課題 

○ 市町村ごとに事業の実施状況や規模が異なることから、共同事業に

切替えることにより見込まれる費用対効果が市町村ごとに異なりま

す。 

○ そのため、共同事業を進めるに当たっては、市町村間での調整に時

間がかかることが想定されます。 

 

③ 目標 

○ 保険者事務の負担軽減のため、新たに対象とする事務を検討し、共

同事業化を更に推進していきます。 

準化されるほか、制度改正のたびに市町村が個別に行うシステム改

修の費用削減が期待されます。 

   県は、標準準拠システムの導入を促進し、先進導入自治体におけ

る運用や国のシステム改善状況などの情報収集・提供等に努め、導

入を希望する市町村を支援します。 

 ・ 将来の保険税水準の統一に向けて、一部負担金及び保険税の減免

基準について、県内統一基準に合わせた条例等の規定の改正を進め

ます。 

 

（２） 事務の共同化の検討 

① 現状 

○ 現在、国保事務の共同事業は国保連合会が実施しています。 

○ 国保連合会及び県では、各市町村に共通する事務を一括して電算処

理することにより、市町村の事務処理の効率化や経費節減を図ってい

ます。 

○ 国保連合会で実施している主な共同事業は別表のとおりです。 

 

② 課題 

○ 市町村ごとに事業の実施状況や規模が異なることから、共同事業に

切替えることにより見込まれる費用対効果が市町村ごとに異なりま

す。 

○ そのため、共同事業を進めるに当たっては、市町村間での調整に時

間がかかることが想定されます。 

 

③ 目標 

○ 保険者事務の負担軽減のため、新たに対象とする事務を検討し、共

同事業化を更に推進していきます。 
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④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村が担う事務のうち、単独で行うよりも共同で実施する方が効

率的なものについて、市町村と協議の上、必要な取組の検討を進めて

いきます。 

○ 現在、国保連合会で実施している共同事業についても継続していき

ます。 

 

国保連合会が実施している共同事業 

項目 全県実施 

１ 保険者事務の共同実施 
 

 （１）通知等の作成 
 

    資格確認書（台紙）等の作成 － 

    被保険者台帳の作成 ○ 

    高額療養費の申請勧奨通知の作成 － 

    療養費支給決定通知帳票の作成 － 

    高額療養費支給申請・決定帳票等の作成 － 

 （２）計算処理 
 

    高額療養費支給額計算処理業務 － 

    高額介護合算療養費支給額計算処理業務 ○ 

 （３）統計資料 
 

 

④ 目標達成に向けた取組 

○ 市町村が担う事務のうち、単独で行うよりも共同で実施する方が効

率的なものについて、市町村と協議の上、必要な取組の検討を進めて

いきます。 

○ 現在、国保連合会で実施している共同事業についても継続していき

ます。 

 

国保連合会が実施している共同事業 

項目 全県実施 

１ 保険者事務の共同実施 
 

 （１）通知等の作成 
 

    被保険者証（台紙）等の作成 － 

    被保険者台帳の作成 ○ 

    高額療養費の申請勧奨通知の作成 － 

    療養費支給決定通知帳票の作成 － 

    高額療養費支給申請・決定帳票等の作成 － 

 （２）計算処理 
 

    高額療養費支給額計算処理業務 － 

    高額介護合算療養費支給額計算処理業務 ○ 

 （３）統計資料 
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    疾病統計業務 ○ 

    事業月報・年報による各種統計資料の作成 ○ 

 （４）資格・給付関係 
 

    資格管理業務 ○ 

    資格・給付確認業務 ○ 

    被保険者資格及び異動処理事務 ○ 

    給付記録管理業務 － 

    （削除） 
 

 （５）その他 
 

    新任国保担当職員への研修 ○ 

    各種広報事業 ○ 

    共同処理データの提供 ○ 

２ 医療費適正化の共同実施 
 

    医療費通知の実施 － 

    後発医薬品差額通知書の実施 － 

    後発医薬品利用実態・削減効果実績の作成 ○ 

    レセプト点検担当職員への研修 ○ 

    第三者行為求償事務共同処理事業 ○ 

    疾病統計業務 ○ 

    事業月報・年報による各種統計資料の作成 ○ 

 （４）資格・給付関係 
 

    資格管理業務 ○ 

    資格・給付確認業務 ○ 

    被保険者資格及び異動処理事務 ○ 

    給付記録管理業務 － 

    退職被保険者等の適用適正化電算処理業務 ○ 

 （５）その他 
 

    新任国保担当職員への研修 ○ 

    各種広報事業 ○ 

    共同処理データの提供 ○ 

２ 医療費適正化の共同実施 
 

    医療費通知の実施 － 

    後発医薬品差額通知書の実施 － 

    後発医薬品利用実態・削減効果実績の作成 ○ 

    レセプト点検担当職員への研修 ○ 

    第三者行為求償事務共同処理事業 ○ 
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    第三者行為求償事務担当職員への研修 ○ 

    医療費適正化に関するデータの提供 ○ 

３ 収納対策の共同実施 
 

    収納担当職員への研修 ○ 

４ 保健事業の共同実施 
 

    特定健診の受診促進に係る広報 ○ 

    特定健診・特定保健指導等の研修会・意見 

交換の実施 

○ 

    特定健診データの活用に関する研修 ○ 

    重複・頻回受診者に対する訪問指導の実施 － 

    糖尿病性腎症重症化予防の取組の実施 － 

 

９ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 

（１） 介護等との連携 

取組 

○ 市町村は、国民健康保険の視点から地域包括ケアの推進に資する取

組を実施します。 

 （取組例） 

 ・ 地域包括ケアシステムの構築に向けた医療・介護・保健・福祉・

住まいなど部局横断的な議論の場への市町村国保担当課の参画 

 

（２） 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

    第三者行為求償事務担当職員への研修 ○ 

    医療費適正化に関するデータの提供 ○ 

３ 収納対策の共同実施 
 

    収納担当職員への研修 ○ 

４ 保健事業の共同実施 
 

    特定健診の受診促進に係る広報 ○ 

    特定健診・特定保健指導等の研修会・意見 

交換の実施 

○ 

    特定健診データの活用に関する研修 ○ 

    重複・頻回受診者に対する訪問指導の実施 － 

    糖尿病性腎症重症化予防の取組の実施 － 

 

９ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 

（１） 介護等との連携 

取組 

○ 市町村は、国民健康保険の視点から地域包括ケアの推進に資する取

組を実施します。 

 （取組例） 

 ・ 地域包括ケアシステムの構築に向けた医療・介護・保健・福祉・

住まいなど部局横断的な議論の場への市町村国保担当課の参画 

 

（２） 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 
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取組 

○ 市町村は、高齢者の健康課題について支援するために、国民健康保

険から後期高齢者医療制度に移行した場合でも、連続的な取組が実施

できるようにしていきます。 

 （取組例） 

 ・ 高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たっては、高齢者保

健事業及び地域支援事業を一体的に実施できるようにする。 

 ・ 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の対象となっていた被保険者の

保健事業の情報等が、後期高齢者医療制度へ移行した際にもスムー

ズに引き継がれ、後期高齢者医療制度の事業が切れ目なく実施でき

るようにする。 

 ・ 健診等を利用しておらず健康状態が不明な被保険者の保健事業の

情報等が後期高齢者医療制度へ移行後、引き継がれることで、後期

高齢者医療制度における訪問指導等が行われるなど、適切な受診等

への支援が実施できるようにする。 

 

（３） 特定健診（特定保健指導）と市町村の衛生部門における検診事業等

との連携 

取組 

○ 市町村国保担当課と保健センターが連携し、がん検診などの他検診

を同時実施することにより、受診者の利便性を向上させ、受診率の向

上を図ります。 

 

10 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整等 

○ 国保運営に係る施策の実施のために、課題となる事項について、市

町村、国保連合会との協議の場を設け、共通認識の構築を図ります。 

○ 協議に当たり、「埼玉県国民健康保険運営推進会議」を設置します。 

取組 

○ 市町村は、高齢者の健康課題について支援するために、国民健康保

険から後期高齢者医療制度に移行した場合でも、連続的な取組が実施

できるようにしていきます。 

 （取組例） 

 ・ 高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たっては、高齢者保

健事業及び地域支援事業を一体的に実施できるようにする。 

 ・ 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の対象となっていた被保険者の

保健事業の情報等が、後期高齢者医療制度へ移行した際にもスムー

ズに引き継がれ、後期高齢者医療制度の事業が切れ目なく実施でき

るようにする。 

 ・ 健診等を利用しておらず健康状態が不明な被保険者の保健事業の

情報等が後期高齢者医療制度へ移行後、引き継がれることで、後期

高齢者医療制度における訪問指導等が行われるなど、適切な受診等

への支援が実施できるようにする。 

 

（３） 特定健診（特定保健指導）と市町村の衛生部門における検診事業等

との連携 

取組 

○ 市町村国保担当課と保健センターが連携し、がん検診などの他検診

を同時実施することにより、受診者の利便性を向上させ、受診率の向

上を図ります。 

 

10 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整等 

○ 国保運営に係る施策の実施のために、課題となる事項について、市

町村、国保連合会との協議の場を設け、共通認識の構築を図ります。 

○ 協議に当たり、「埼玉県国民健康保険運営推進会議」を設置します。 
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  （主な協議事項） 

   ① 国保運営方針の推進 

   ② 財政運営の健全化 

   ③ 事務処理標準化の推進 

   ④ 保健事業の推進 

   ⑤ その他国保運営に係る事項 

○ 財政運営の健全化、事務処理の標準化、保健事業の推進のためワー

キンググループを設置します。 

 

財政運営ＷＧ 事務処理標準化

ＷＧ 

保健事業ＷＧ 

・ 国保事業費納付

金の算定ルール 

・ 標準保険税率の

算定ルール 

・ 法定外一般会計

繰入金等の削減・解

消対策 

・ その他財政運営

に関すること            

・ 資格事務の標準

化 

・ 給付事務の適正

化・標準化 

・ その他事務処理

標準化に関すること   

・ 医療費適正化策 

・ その他保健事業

に関すること 

 

県、市町村、国保連合会は、定期的に協議を行い、国民健康保険制度

の円滑な実施を推進します。 

 

  （主な協議事項） 

   ① 国保運営方針の推進 

   ② 財政運営の健全化 

   ③ 事務処理標準化の推進 

   ④ 保健事業の推進 

   ⑤ その他国保運営に係る事項 

○ 財政運営の健全化、事務処理の標準化、保健事業の推進のためワー

キンググループを設置します。 

 

財政運営ＷＧ 事務処理標準化

ＷＧ 

保健事業ＷＧ 

・ 国保事業費納付

金の算定ルール 

・ 標準保険税率の

算定ルール 

・ 法定外一般会計

繰入金等の削減・解

消対策 

・ その他財政運営

に関すること            

・ 資格事務の標準

化 

・ 給付事務の適正

化・標準化 

・ その他事務処理

標準化に関すること   

・ 医療費適正化策 

・ その他保健事業

に関すること 

 

県、市町村、国保連合会は、定期的に協議を行い、国民健康保険制度

の円滑な実施を推進します。 
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